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          令和６年第１回西予市議会定例会厚生常任委員会会議録 

１．開催日時 令和６年３月７日 

１．開催場所 西予市議会第３委員会室（午前） 

       西予市議会第２委員会室（午後） 

１．開  会 令和６年３月７日 

       午前８時５７分 

１．散  会 令和６年３月７日 

       午後３時２７分 

１．出 席 委 員        

   委員長  加藤 美香 

副委員長 井関 陽一 

   委員   中村 一雅 

   委員   山本 英明 

   委員   二宮 一朗 

  委員   酒井 宇之吉 

１．欠 席 委 員 

   なし 

１．出席説明員 

生活福祉部長      

兼福祉事務所長  一井 健二   

環境衛生課長   大塚 義導 

健康づくり推進課長  松本 豊和 

福祉課長     佐々木邦仁 

子育て支援課長  宇都宮 博 

長寿介護課長   土居 文人 

環境衛生課長補佐   武内幸希典 

環境衛生課長補佐   紀伊野勇人 

環境衛生課係長  三好 進祐 

健康づくり推進課長補佐  兵頭  真 

健康づくり推進課保健師長  宇都宮弥生 

健康づくり推進課係長  権田 恭子 

健康づくり推進課担当係長  中村 光男 

健康づくり推進課主任管理栄養士  松田美加子 

健康づくり推進課係長  松本 史子 

健康づくり推進課上級保健師  上甲 京子 

福祉課長補佐   田村多八郎 

福祉課長補佐   大内 俊二 

福祉課係長    細谷 涼子 

福祉課係長    三好 和義 

福祉課係長    辰己 英作 

子育て支援課長補佐  信宮 佳子 

子育て支援課係長  清家  亮 

子育て支援課係長  竹内 奈美 

長寿介護課補佐  竹中 千恵 

長寿介護課補佐  松本 義博 

長寿介護課保健師長  山下 弘子 

長寿介護課係長  山下 元紀 

   長寿介護課係長  末光 文治 

１．出席議会事務局職員 

   書記    脇本 美登利 

１．会議に付した事件   

議案第８号    西予市人工透析患者通院交通費支 

給条例の一部を改正する条例制定 

について  

議案第９号    西予市特定教育・保育施設及び特 

定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の全部改正につ 

いて 

議案第10号    西予市家庭的保育事業等の設備及 

び運営に関する基準を定める条例 

の全部改正について 

議案第11号    西予市放課後児童健全育成事業の 

設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の全部改正について 

議案第12号  西予市介護保険条例の一部を改正 

する条例制定について 

議案第13号  西予市指定地域密着型サービスの 

事業の人員、設備及び運営に関す 

る基準等を定める条例の全部改正 

について 

議案第14号  西予市指定地域密着型介護予防サ 

ービスの事業の人員、設備及び運 

営並びに指定地域密着型介護予防 

サービスに係る介護予防のための 

効果的な支援の方法に関する基準 

等を定める条例の全部改正につい

       て 

議案第15号  西予市指定介護予防支援等の事業 

の人員及び運営並びに指定介護予 

防支援等に係る介護予防のための 

効果的な支援の方法に関する基準 

等を定める条例の全部改正につい 

て 

議案第16号  西予市指定居宅介護支援等の事業 

の人員及び運営に関する基準等を 

定める条例の全部改正について 

議案第28号  西予市母子父子家庭等福祉手当支 

給条例を廃止する条例制定につい 

て 
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議案第29号  西予市児童公園の指定管理者の指 

定について 

議案第42号  令和６年度西予市一般会計予算 

議案第46号  令和６年度西予市介護保険特別会 

計予算 

 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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  開会 午前８時57分 

○井関副委員長 

令和６年第１回定例会厚生常任委員会を開会い

たします。 

まず初めに委員長より挨拶があります。 

○加藤委員長 

委員長が挨拶を行う。 

○井関副委員長 

次に、一井生活福祉部長兼福祉事務所長より挨

拶をお願いいたします。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

一井生活福祉部長兼福祉事務所長が挨拶を行う。 

○井関副委員長 

審議に入る前に注意事項を申し上げます。発言

の際には挙手の上、委員長の許可を得てから発言

するようにお願いいたします。また、携帯電話の

持込みは禁止となっておりますので、間違って持

ち込まれている方は電源のほうをお切りください。 

これより先の進行のほうは委員長のほうで行い

ます。 

 

【福祉事務所】 

【福祉課】 

○加藤委員長 

ただいまより委員会審査を行います。 

議案第８号「西予市人工透析患者通院交通費支

給条例の一部を改正する条例制定について」を議

題といたします。 

佐々木課長の説明を求めます。 

○佐々木福祉課長 

それでは議案第８号「西予市人工透析患者通院

交通費支給条例の一部を改正する条例制定につい

て」御説明を申し上げます。 

本条例は、腎臓機能に障害を有し、定期的に透

析療法を受ける方へ、医療機関への通院に要する

自家用車等の交通費の一部を助成することを定め

たものであります。 

今回の条例改正は、人工透析患者の通院交通費

について、限度額の見直しを行うものでございま

す。改正の内容としましては、近隣市町等の現状

を踏まえ支給額を月額 1 万円以内としていたもの

を明確化することとして、市外に所在する医療機

関へ通院する者及び居住する町外の医療機関へ通

院する者を月額 7,000 円とし、居住する町内の医

療機関へ通院する者を月額 2,000 円に見直しを行

うことのほか、所要の規定の整備を行うものでご

ざいます。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○加藤委員長 

佐々木課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○酒井委員 

西予市の中には二つの医院が人工透析をやって

おります。このあたりの人数だとか、そして現状、

医院で自前で車を雇ったりしているとこがあれば、

そして、病院からレンタカーみたいな公用車でや

ってるようなとこもあるか、実態の報告をちょっ

としていただけませんでしょうか。 

○佐々木福祉課長 

この対象事業の対象者につきましては、令和６

年２月 16 日現在で 79 名でございます。 

この事業について、実際に車を利用して受診を

されてるところと、あと通院の送迎を使えてると

ころにつきましては、把握はしていない状況でご

ざいます。 

助成対象者の通院先の内訳でございますが、旧

町内 24 名、旧町外 29 名、市外 26 名でございま

す。明浜町７名、宇和町 30 名、野村町 19 名、城

川町６名、三瓶町 17 名の方が利用をされており

ます。通院の病院につきましては先ほど酒井委員

が言われましたように市内が２、市外が７医院の

９医院を通院の病院で申請は上がっております。 

○酒井委員 

私がいただいた令和５年９月 11 日現在の通院

数が合計で 111 名になっているんですが、大分減

ってますが、そういう状態があるんですか。 

○佐々木福祉課長 

通院数につきまして、今のところ利用者数は実

数で、実際の利用者は月々によって変わってきま

すので、そのタクシーの利用券を何に使われたか

っていうところの数字がありますので、多分そこ

は延べ人数のところになるのかなと思っておりま

す。 

○酒井委員 

合同バスのように、明浜を迎えに来て、高山、

狩浜、俵津というような形で、巡回で拾って、そ

して月・水・金で回ってるようなんですが、そう

いうことの費用は、病院側へは今言った既定の費
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用を渡して、それからどういうようにするかは、

病院側がやってるんですか、それとも福祉事務所

がやってるんですか。 

○佐々木福祉課長 

そちらについては、各医療機関が実施をしてい

るということで認識をしております。うちの福祉

課のほうから補助等とかそういった支援というと

ころは一切していない状況でございます。 

○酒井委員 

2,000 円になったのは背景に、宇和島市はこの

通院をやってないというように私は聞いておるん

ですけれども、この問題について、宇和島市なん

かは、他市ですね、病院が西予市はベッド数、台

数といいますか、それが 40 台数ですね、やって

るのが。そして、全体で見ますと宇和島、大洲、

吉田とか、宇和島津島病院、山下クリニック、全

部入れますと結構南予では多いんですよね。 

そして、他市について、人工透析交通費の支給

を宇和島市はやってないと聞いておるんですが、

他市はどういう現状になってるでしょうか。 

○佐々木福祉課長 

県下の状況を見ますと、この事業を実施してい

るのは、松山市、大洲市、内子町、松野町、愛南

町の５市町が実際やられております。 

松山市においては島しょ部の航路の復路の半額

というところで、島しょ部の分のみの限定という

ことで、大洲市につきましては、医療機関までの

距離２キロを基準に上限が 5,000 円、内子町も月

5,000 円、松野町も 5,000 円で、愛南町はタクシ

ー料金の２分の１というような現状でございます。 

予算額につきましては、松山市が 48 万円、大

洲市が 447 万 6000 円、内子町が 282 万円、松野

町が 36 万円、愛南町が 165 万 8000 円、以上のよ

うな状況でございます。 

○酒井委員 

西予市から他市の透析病院へ行く場合に、お聞

きしますけども、2,000 円の支給をするわけです

か。 

いくらの支給をされるかお聞きします。 

○佐々木福祉課長 

旧町内の分で移動の分につきましては、

2,000 円で市外については 7,000 円で今回改正し

てます。 

ですから明浜町から宇和島市等に行く場合は

7,000 円、また宇和町の医療機関に行く場合も

7,000 円、で宇和町の方が宇和町の病院に行かれ

るときは 2,000 円というようなことになります。 

○酒井委員 

週に３回が普通なんですけれども、その場合や

ったら７×４...結構、20 回ぐらいいくんじゃな

いかと思うんですよ。そしたら月額でしょ、今言

いましたのは。といいますのは、月額で言います

と 2,000 円だとしたら 100 円ですね。だったら

100 円で不足分の交通費とかいうのは、透析病院

が持つわけですか。100 円では 1 回行けないとい

う、送迎支給したらいけないと思うんですよ。そ

このところは、不足分というか、送迎費の不足分

は病院側が負担していると、こういうことでよろ

しいですか。 

○佐々木福祉課長 

こちらにつきまして透析の患者さんが医療機関

を受診する場合に、自家用車を使ってということ

になりますので基本、交通費につきましては本人

負担ということになります。 

ですから医療機関から送迎バス等を使われてる

方については、そちらを利用されるので、実際通

院を車でされてる方に対しての一部補助というふ

うな考え方になろうと思います。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

○二宮委員 

ちょっと細かいことで、文言のことですけど、

先ほども説明の中に旧町とか、旧町外とかあった

と思うんですけど、これ条例には町外・町内なん

ですよね。これ町内町外言うのは、適当なのかな

というのはちょっと、今見よって思ったんですけ

ど、課長どんなもんでしょうかね。 

○佐々木福祉課長 

それも現行の条例ではそういった形で町内町外

っていうところがあるんですが、今回の条例改正

につきましてはその辺もきちんと明文化をして、

第４条の中で市外に所在する医療機関へ通院する

者が月額 7,000 円、居住する町外の医療機関へ通

院する者が月額 7,000 円、居住する町内の医療機

関へ通院する者が月額 2,000 円ということで、改

正案のほうを出させていただいております。 

○二宮委員 

それは分かるんですけども、当市のもともとの

成り立ちが、旧町が合併しての西予市なので、町

外・町内という言い方で果たしていいのかなとい



 

－5－ 

う、これはもうちょっと法律的になるんかな、そ

れは分からんですけど、旧町とかにしたほうがい

いんじゃないかなというふうなちょっと気がして、

質問させてもらいました。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

委員御指摘の点について先ほどお話もございま

したけども、法令的なところもありますので一応

ちょっと確認をさせていただいて、また改めて答

弁させていただいたらと思います。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

○酒井委員 

今、１月現在２月末現在でもいいんですが、自

立支援更生医療ですね、医療を受けとられる、適

用されている人工透析を行っている人の人数って

のを、もう一度、先ほど行ったり行かなかったり

する人数の話されましたけど、実際どれだけの人

数が、今、人工透析を行ってるんですか。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 13 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 19 分） 

○佐々木福祉課長 

先ほどの 79 名は実際に人工透析患者の方が病

院を受診して医療機関の医師の意見書をもとにタ

クシーの利用料を支給している実人数でございま

す。 

○加藤委員長 

ほかにございませんか。 

○山本委員 

確認ですけども、宇和にしか透析の病院はない

わけですけども、隣の町から来られる三瓶、明浜、

野村町の方から宇和へ来られたら隣町居住する町

外なので 7,000 円、城川から来ると２町をまたぐ

ようになるんですけども、２町をまたいでも同額

の 7,000 円ということで確認ですがそういうこと

なんですね。 

○佐々木福祉課長 

はい、おっしゃるとおりでございます。 

○山本委員 

若干城川の方は負担が多いということになりま

すよね。 

○佐々木福祉課長 

どうしても城川町の方は距離が遠くなるんで、

負担としては大きいところでございますが、近隣

市町のほう見ますと上限が 1,000 円というところ

と、大洲市は２キロで金額の設定をされていると

ころもありまして、近隣市町に合わせたところで

7,000 円ということで、うちの設定をさせていた

だいております。 

○井関副委員長 

町内の部分なんですけども、月額 2,000 円とい

うことなんですが、同じ町内でもタクシー利用料

でかなり金額に差が出てくるんじゃないかなと思

うんですけども、町外から来られる方のタクシー

料金と町内にでも同じぐらいの料金がかかる方も

おられると思うんですが、この線引きはどこかで

はしなければならないから町内とされたんだと思

うんですが、距離とか何かそういう形で取決めを

するっていうことはなかなか出来なかったんでし

ょうか。 

○佐々木福祉課長 

その辺もちょっと検討はしたんですけど、実際

のところ病院から 100 メーター以内で透析をされ

てる方も中にはいらっしゃいます。といいながら

町内でも、４キロ５キロある方もございます。そ

ういったことでその距離換算にするとこもちょっ

と検討はしたんですが、やはり事務量の負担と、

あとは近隣市町のところがやっぱりどうしてもそ

の月額幾らっていうような決め方をされていると

ころもありまして、その辺を考慮して月額単価と

いうことで、調整をうちとしてはしたところでご

ざいます。 

○井関副委員長 

月額単価がどうのこうのと言うとるわけじゃな

くて、その距離単位で月額単価に出来なかったの

かということをちょっと質問したんですけど。 

○佐々木福祉課長 

その距離単価、いろいろ距離の計算の仕方とか

そういうところも、事務上ちょっとやってはみた

んですが、なかなか算出のところで、どういった

距離を、実際の自走の距離でやるのか、ＧＩＳ等

を使ってやるのかというところでかなりの事務手

間もかかるというところもありまして、もうその

距離換算をせずにもう、月額単価にするというよ

うなことで決めさせていただいております。 

○加藤委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。お諮りいたします。

議案第８号「西予市人工透析患者通院交通費支給
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条例の一部を改正する条例制定について」原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

次に、議案第 42 号「令和６年度西予市一般会

計予算」福祉課所管分を議題といたします。 

佐々木課長の説明を求めます。 

○佐々木福祉課長 

議案第 42 号「令和６年度西予市一般会計予算」

のうち福祉課所管分について、予算書に基づき御

説明を申し上げます。 

それでは、一般会計予算書 77 ページをお開き

願います。 

3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務

費でございますが、令和６年度予算 5 億 3564 万

3000 円のうち、国民健康保険特別会計事業勘定

繰出事業及び職員給与費を除きまして、福祉課所

管事業分は 9883 万 4000 円を予算計上いたしてお

ります。 

前年度と比較しますと 107 万円の減額予算とな

っております。 

まず、事業概要欄の２つ目、社会福祉総務費庶

務事業 2868 万 4000 円でございますが、令和５年

度から７つの事業を本事業にて実施しております。

そのうち、主な事業の説明をさせていただきます。

事前配信しております資料もあわせて御覧いただ

ければと思います。 

まず、民生児童委員活動推進事業でございます

が、御承知のとおり、民生委員・児童委員は民生

委員法に基づき、厚生労働大臣が委嘱する非常勤

の地方公務員で、任期は３年となっております。

民生児童委員は主任児童委員 12 名を含めまして、

合計 164 名の委員がおられますが、任期が令和４

年 12 月１日から３年間となっており、委員の皆

様には、住民の立場に立って担当地域における相

談に応じ、訪問等による実態把握や見守り活動な

ど、支援を必要とする住民と市や社会福祉協議会

等の関係機関を結ぶパイプ役として大きな役割を

担っていただいております。 

予算の主な内訳でございますが、委員の継続的

な活動に対し、交通費等の費用として１人当たり

年間で 13 万 9200 円、地区会長におかれましては、

15 万 1200 円を費用弁償として支給することとし、

そのほか、民生児童委員協議会が行う活動に必要

な経費と事務費等を計上させていただいておりま

す。 

避難行動要支援者管理運営事業についてでござ

いますが、避難行動要支援者名簿を整理し、個別

避難計画の作成を促進するために、必要な郵便料

及び事務費を計上させていただいております。令

和４年度に宇和地区、令和５年度明浜地区、野村

地区で実施をし、令和６年度は城川地区、三瓶地

区の見直しをする予定としております。引き続き、

地域の防災意識の向上を図り、要支援者の避難体

制の整備、円滑な避難支援の実施を目指してまい

ります。 

援護事務事業でございますが、市内５支部の遺

族会組織から成る市遺族会に対し、戦没者の慰霊

を慰めるとともに、会員の研修や高齢化が進む遺

族の身の上相談、生活援護活動などの諸活動に対

し、継続的な補助を行うための予算を計上してお

ります。遺族会会員への継続的な支援を行うこと

で、遺族会活動を円滑にし、戦争の悲惨さを風化

させない活動につながっております。戦没者遺族

の高齢化が進み、会員数は年々減少しているもの

の団体としての活動を行うことで、各会員の援護

支援につながるものと考えております。 

続きまして予算書事業概要３行目、社会福祉協

議会運営補助事業 7015 万円でございますが、社

会福祉協議会は社会福祉法において、地域福祉を

推進する中心的な団体として明確に位置づけられ

ており、地域福祉の担い手としての役割を果たす

西予市社会福祉協議会の法人運営及び社会福祉事

業に対し補助金を交付するものでございます。運

営に係る人件費、事務費、事業費の一部を補助し

ており、前年度より 157 万円の減額となっており

ますが、こちらについては人件費の減額によるも

のでございます。 

社会福祉総務費につきましては以上でございま

す。 

続きまして、予算書 81 ページをお開き願いま

す。3款民生費、1項社会福祉費、4目障害者福祉

費でございますが、14億 4493万 6000円のうち、

令和６年度予算は職員給与費を除き、事業予算分

14 億 1427 万円を計上いたしております。昨年度

と比較しますと 1479 万 8000 円の増額となってお

ります。 

障害者福祉費の事業としましては、事業概要の

最下行の職員給与費を除きまして、障害者福祉庶
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務事業ほか全 11 事業となっております。主な事

業について御説明をさせていただきます。 

事業概要２行目、地域生活支援事業 4810 万

1000 円でございますが、障がい者がその能力や

適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営む

ことができるよう、地域の特性や利用者の状況に

応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に行い、

障がい者等の福祉の増進を図り、誰もが安心して

地域で生活できるよう、障害者総合支援法に基づ

き、市が行う事業となっております。 

令和５年度から４つの事業を本事業にて実施し

ております。 

地域生活支援事業には、地域で生活している障

がいのある方、その保護者、介護者などからの相

談に応じ、必要な情報提供等を行う相談支援事業

や、障がい者の日中の活動や介護者のレスパイト

を支援するための日中一時支援、移動支援等がご

ざいます。 

これらのほか、行政等の事務手続や医療機関で

の診療等に手話通訳者の派遣を行い、また、聴覚

障がい者への理解と手話に対する関心を広め、手

話奉仕員の養成を行うために、手話奉仕員養成講

座を開催するなどして、障がい者とその他の方の

コミュニケーションを図るコミュニケーション事

業や身体障害がい者及び知的障がい者の日常生活

上の便宜を図るため、障がい者または介護者から

の申請に基づき、排せつ管理支援用具のストマや

紙おむつ等の日常生活用具の給付を行う日常生活

用具給付事業などがございます。いずれも障がい

者の地域での暮らしを支える重要な事業でござい

ます。 

次に、予算書事業概要３行目、障害者総合支援

給付事業の 11 億 2757 万円でございますが、障が

い者の方が能力や適性に応じた障がい福祉サービ

スを利用し、自立した日常生活や社会生活をする

ことができるよう支援するもので、障害者総合支

援法に基づき、介護給付、訓練等給付等に要する

費用となります。この事業については年々増加傾

向にあり、特に、自宅での入浴、排せつ、家事の

介護等を行う居宅介護や、グループホームでの生

活を支援する共同生活援助、一般企業等での就労

が困難な方に就労する機会を提供するとともに、

能力等の向上のために必要な訓練を行う就労継続

支援Ｂ型のサービスの利用増加が顕著でございま

す。今後の見通しとしましては、高齢化によるサ

ービス利用の多様化や障がい者への理解が進む中

において、各種サービスが充実され、事業費は増

加傾向で推移していくものと考えております。 

次に、予算書 82 ページ、事業概要２行目、障

害者自立支援医療費給付事業 3554 万 7000 円でご

ざいますが、この事業は、更生医療、育成医療、

療養介護医療が対象となり、心身の障害を除去、

軽減し、日常生活を維持するために確実な治療効

果が期待できる医療費の給付を行うものでござい

ます。 

次に、事業概要３行目、重度心身障がい者医療

費給付事業の 1 億 2056 万 5000 円でございますが、

この事業は重度障がい者に対して、医療機関等で

保険診療された自己負担分を助成するものでござ

います。高額な医療費がかかる可能性の高い重度

心身障がい者の経済的負担を軽くし、安心した生

活を支援しております。 

続きまして事業概要６行目、障害児通所支援給

付等事業 5019 万 4000 円でございますが、この事

業は、身体に障がいのある児童及び知的障がい者、

発達障害等のある児童を対象に通所による療育支

援を目的とするものでございます。通所支援、相

談支援の提供により、適切な療育を促すとともに

保護者の就労支援にもつながる制度でございます。

障がい児の通所支援におけるニーズは年々増大し

ており、保護者のレスパイトや就労のニーズ、障

害の早期発見、早期療育といった流れからも今後

の見通しとしては増加傾向にあるものと思われま

す。 

障がい者福祉につきましては以上でございます。 

続きまして 94 ページをお開きください。 

3款民生費、3項生活保護費、1目生活保護総務

費でございますが、令和６年度予算額 4554 万

8000 円のうち職員給与費を除き、生活保護施行

事業ほか全 6 事業予算 1162 万 1000 円を計上いた

しました。前年度と比較しますと 35 万 4000 円の

減額となっております。生活保護の適正実施に当

たり、相談、調査、訪問等に必要な事務経費等で

ございまして、生活困窮する市民に、生活保護法

の適用を判断するとともに、最低生活の保障と自

立助長を図る事業に各費用を予算計上しておりま

す。 

主な事業につきまして御説明させていただきま

す。 

初めに事業概要２行目、生活保護適正実施推進
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事業についてでございますが、医療扶助費は、生

活保護扶助費の多くを占めており、令和６年度

167 万円の予算を計上しているところです。この

事業は医療扶助費の適正化を図るために、被保護

者のレセプトを点検し、重複受診や頻回受診をチ

ェックするとともに、ジェネリック医薬品の使用

促進及び健康管理支援による重症化予防の推進な

どを行っております。事業を行うに当たり、レセ

プト点検の外部委託、レセプト管理システムの活

用及び医療扶助指導員による嘱託医協議や資格審

査など様々な方法を用いて医療扶助の適正受診指

導に努めているところでございます。 

次に、予算書 95 ページをお開き願います。 

3款民生費、3項生活保護費、2目扶助費でござ

いますが、令和６年度予算は 4 億 5386 万 2000 円

を計上いたしております。前年度と比較しますと

121万 1000円の増額となっております。生活保護

扶助事業は、生活保護法に基づき生活に困窮して

いる方に困窮の程度に応じた保護を行い、最低限

度の生活を保障するとともに、その自立を助長す

ることを目的としております。保護の内容には、

生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護

扶助、出産補助、生業扶助、葬祭扶助等がござい

ます。保護を受けようとする方は、市の福祉事務

所に保護申請を行い、預金・不動産などの資産調

査、年金や就労収入の調査、就労の可能性の調査、

親族の援助の調査などを行った後、保護の要否が

判定され保護を受けることとなります。現在、４

人のケースワーカーと査察指導員１名を配置しま

して業務に当たっております。被保護者の高齢化

に伴い、医療扶助費が扶助費の中でも大きな割合

を占めております。 

次に下段を御覧ください。3 款民生費、4 項災

害救助費、1 目災害救助費は、前年度と同額の

143 万 3000 円を計上しております。 

96 ページをお開きください。 

事業概要災害援護資金貸付事業 82 万 3000 円で

ございますが、平成 30 年７月豪雨災害時に実施

しました災害援護資金の貸付けにつきまして、償

還金等を計上するものでございます。 

歳入につきましては、事前に提出しております

資料の福祉課委員会説明資料、歳入に充当先事業、

備考欄に補助率等を記載させていただいておりま

すので、お目通しいただき説明のほうは割愛させ

ていただきます。 

以上、福祉課所管分の「令和６年度西予市一般

会計予算」につきまして、よろしく御審議の上、

御決定くださいますようお願い申し上げます。 

○加藤委員長 

佐々木課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○山本委員 

94 ページの生活保護の申請ですけど、全国的

に申請が非常に増えているというニュースをよく

聞きますけども、西予市内でもその傾向が見られ

ますか。 

○佐々木福祉課長 

生活保護の申請件数につきましては、今朝の新

聞報道等にもありましたが、西予市におきまして

は令和４年度の申請件数が 36 件、令和５年度１

月末までの申請件数ではございますが、こちらが

32 件となっております。大体例年、同数ぐらい

の申請件数が上がってきているというような状況

でございます。 

○二宮委員 

民生児童委員の件でちょっとお聞きしたいんで

すけれども、行政区の世帯減少というのはかなり

増えてるんじゃないかと思うんですけれども、そ

れに伴った民生児童委員の定数というのか、定員

というのか、ちょっと分からんのですが、そこの

見直し等の状況というのはどういうふうになっと

るんでしょうか。 

○佐々木福祉課長 

民生委員の定数におきましては国の基準があり

まして、そちらで世帯数に応じた委員の数という

のがありまして、こちらについては、民生委員の

任期の終わる前に県で調整がされます。西予市と

しては今の現 152 名の人数よりか、若干定数的に

割ると少ないというところなんですが、そちらは

市内の面積が広いというところもありまして、県

のほうに要望して人数を定数以上配置というよう

なことでお願いをしてこの人数になっております。

といいながらやっぱり、その世帯数等も人口も少

なくなっている状況で、今後見直し等については

検討していかなければいけないと考えておるとこ

ろでございます。次回、任期が７年の 11 月末で

終わるので、７年度の初頭ぐらいにはそういった

調査があって、定数等を確認していくようなこと

になろうと思います。 
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○二宮委員 

かなり世帯が少ない行政区もあって、西予市が

認めてるいうか、区長さんがおる行政区が 300 近

いんじゃないかなと思うんですけれども、そこの

再編の状況はどういうふうに福祉課のほうで考え

て決められるのか。ここのどこどこで１人みたい

な、そういうふうな決め方いうかそういうのはど

んな感じなんですかね。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 45 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時 46 分） 

○佐々木福祉課長 

民生委員の地区からの要望としては、行政から

の数字があるかというところなんですが、地区か

らの要望で毎年その改正の前年度に、地区へ各旧

町へ依頼をして、その地区でどのぐらい必要かと

いうのを地区から要望を受けて決めております。

また複数の行政区をまとめて委員の数を決めてい

るという地区もございます。ですから一応その地

区に要望がどのぐらい必要なのかということを確

認してから、人数を決めるというような形になっ

ております。 

○二宮委員 

ありがとうございます。ちょっと質問した趣旨

はですね、今の行政区も区長さん等も、７世帯ぐ

らいで区長さんしてるところもあれば、今からも

っともっと世帯も減少していく中で、やっぱ行政

区の統廃合いうか、そういうのも見直していかな

きゃならないかなということで、ちょっと参考に

なるんじゃないかなと思って、今の民生委員の数

がね、行政区に比べたら約今半分強ぐらいな感じ

になっとるんで、ちょっと聞かせていただきまし

た。すいませんありがとうございました。 

もう１点かまんですか。生活保護の質問がさっ

きあったんですけれども、昨年に限らず、ここ２、

３年の中で、生活保護から脱却されたようなケー

スがあるのかないかちょっと質問させていただき

ます。 

○佐々木福祉課長 

生活保護から脱却されたというところにつきま

しては、新たに年金の受給が発生して収入が出て

きたというところと、あと就労支援をしてますの

で、そちらに就労をされて収入が上がって生活保

護を脱却したというケーズはございますが、それ

ほど大きな数字ではございませんが、実際今の生

活保護の受給世帯、大体横ばいの状況でございま

して、なかなかこう就労支援等をするんですが、

高齢者の方は 70 歳以上が 53％とかなり高齢者の

方が占めている状況でございまして、なかなか生

活保護の脱却というのは難しいのが現状でござい

ます。 

○二宮委員 

現状的には今課長言われたようなことだろうと

思うんですけれども、そもそも生活保護はやっぱ

り、最低の生活保障をするというところではあり

ますけれども、一方でやっぱり、そっからまた復

帰してもらうという意味もあってのケースワーカ

ーの皆さんの御努力とかがあるんじゃないかなと

思っております。若い人が申請しにくいとかいう

ことでコマーシャルとかやってますけど、生活困

ったら相談してくださいというような、そういう

人たちが一時的に相談行って、保護を受けて、ま

た復帰できるみたいな。やっぱそういうふうな社

会にしていかないといけないなと思ってちょっと

状況を質問させていただきましたが、就労支援等

でも、多少でもそういう復帰があるということを

聞いて安心をしておりますし、今後また努力をお

願いしたいなと思っております。 

続けてで恐縮ですけども、障害者福祉費の事業

番号でいうと 4140 と 4141 障がい者福祉庶務事業

と地域生活支援事業の昨年比がマイナスになって

るところは利用実績によるものでしょうかね。そ

この質問させていただきます。 

○佐々木福祉課長 

昨年度より予算額としては減少していっている

ところでございますが、一応過去４年の実績と５

年度の今年度の見込みというところで、不足が生

じないように、こう数字的にはある程度余裕を持

った予算編成をずっとしとったんですけど、どう

しても、今の財政のほうからやっぱり、その辺は

実績に基づいて、ちょっとその辺を精度を高めて

いくというところで、堅くこの数字を見積もって

おります。ですから昨年度の実績ベースで見直し

て、予算については、厳しく見積もっておる状況

でございます。そういった方針で今年度の予算編

成をしております。といいながらどうしても増額

予算になっている事務事業もございます。こちら

についてはそういった実績でどうしても伸びてき

ている事業については、当然手当てが必要になり
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ますので、そういった考え方で予算計上をさせて

いただいております。 

〔委員長交代〕 

○加藤委員 

77 ページの社会福祉総務費庶務事業について

なんですけれども 2868 万 4000 円がついておりま

すが、そのうちＤＶ関係事業なんですけれども、

どれぐらいの予算がつけられているのかっていう

ことと、これは令和４年もやられ、また令和５年

も引き続きやられるということなんですけれども、

実際には具体的にどのような形の事業をとられて

いるのか内容を教えてください。 

○佐々木福祉課長 

ＤＶの関係の予算でございますが、ＤＶ被害が

あった場合、緊急的な対応が必要になるというこ

とで窓口にこられた方を一時的に避難させるとい

うところで、宿泊費を計上しております。こちら

のほうの予算が 7 万 8100 円計上しております。

一応今年度の実績としてはゼロということで、一

時的に何日間かホテルのほうへ避難して、それか

ら後、そういった生活の状況等どうしても収入が

ないということであれば、緊急的な生活保護の適

用とか、あと救護施設の入所等、進めていくよう

なことになります。 

○加藤委員 

この窓口なんですけれども、福祉課の窓口だと

思うんですけれども、専門員などが配属されてい

るんでしょうか。 

○佐々木福祉課長 

まず福祉総合相談センターで対応するようにな

りますが、相談支援員として保健師が今１名配置

をされているところでございます。あとはケース

ワーカー等もそういった生活の支援というところ

で入って一緒になって話を聞いてそういった支援

をしていくというようなことになります。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

○中村委員 

１点だけ、すいません。避難行動要支援者管理

運営事業についてお尋ねをいたします。よろしい

でしょうか。以前に部長のほうから、要支援者に

ついて、一律に高齢者をまとめて区切るっていう

んではなくて、もっと実態に照らして、近くに身

内のいらっしゃる方とか、そういうことについて

は随時見直していくみたいな話があったように思

います。年々高齢化していくので、名簿の入替え

とかもあろうかと思いますが、要支援者という方

の今の定義といいますか、こういう方を指します

というものと、それが旧町別に一体どのぐらいい

らっしゃるのかということがもし分かれば教えて

いただきたい。 

○佐々木福祉課長 

避難行動要支援者の個別支援計画ですが、定義

としましては 75 歳以上の独居高齢者のみの世帯、

介護認定３以上の方や、身体障害者手帳１、２級

の方など、自ら避難することが困難と思われる

方々を避難行動要支援者として定義のほうをして

おります。同一世帯で支援があるとか、近所の世

帯で支援を受けるというようなことがあれば、そ

ういった調査票の中で確認をして、対象者のほう

の絞り込みを行っております。今現在、市内全域

で対象者が 3,503 名ということで大分対象者を絞

ってきている状況でございます。そのうちの今同

意者が 2,319人で、同意率が 66.2％でそのうちの

回答していただいている方が 82.5％となってお

ります。そのうちの個別避難計画の作成率としま

しては今、24.4％の進捗率でございます。旧町別

につきましては、担当の三好係長のほうから報告

させていただいて構いませんでしょうか。 

○三好福祉課係長 

旧町別の回答をさせていただきます。明浜地区

の同意者が 181 名、宇和地区 618 名、野村地区

376 名、城川地区 408 名、三瓶地区 736 名、計

2,319 名となっております。対象者が明浜地区

313 名、宇和地区 1,113 名、野村地区 586 名、城

川地区 512 名、三瓶地区 979 名となっております。

現在、まだ城川地区と三瓶地区は来年度に見直し

をする予定ですので、同意者が多くなっておりま

して、御自分で逃げられる方が、明浜地区、宇和

地区、野村地区の見直しが終わっておりますので

少なくなっております。 

○中村委員 

関係機関へ個人情報を投げてもいいということ

を同意というふうにとらえてよろしいんでしょう

かね。個別避難計画に関しては危機管理課ではな

くてこちらの課でもう全部やってしまうという認

識でよろしいでしょうか。 

○佐々木福祉課長 

同意の情報提供につきましては委員のおっしゃ

るとおりでございます。同意を得られた方に対し
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て各区長とか自主防災組織とかそういうところの

情報提供をさせていただきます。あと計画の策定

につきましては、個別避難計画につきましては、

今福祉課が全て行っているという状況でございま

す。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

○山本委員 

77 ページの援護事業なんですけども、戦没者

の英霊を慰めるとともに戦争の悲惨さを風化させ

ないためにも、遺族会への援助されておるんです

けど、今非常に世の中が大変なことになっており

ますんで、本当に思うんですけども、高齢化がず

っと進んで死亡退会とかいうようなことも会員数

の減少にもつながっておるんじゃないかと思うん

ですけど、減少の度合いといいますかそういうな

ものはつかまれとるところがありますか。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時３分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時５分） 

○佐々木福祉課長 

会員数につきましては、年々高齢化が進みまし

て減少傾向にあるというのが現状でございます。

ちなみに遺族会の会計資料でございますが、令和

３年度の会員数が 803 名、令和４年度の会員数の

決算は 787 名となっておりますが、実際その活動

されてというのはかなり少なくなっているのが現

状でございます。 

○山本委員 

そしたらもう現状といいますか、少なくなった

ところは、もうちょっと頑張ってないとかそんな

ことはなくて、もう各町の支部の遺族会におまか

せしているというのが現状だととらえていいです

かね。 

○佐々木福祉課長 

はい、おっしゃるとおりでございます。 

○酒井委員 

私は給付金の起算日と、それから低所得者の入

っているのいただいたんですけれども、非課税世

帯は 12 月 31 日で認定があると思います。そして

基準日が 12 月１日、11 カ月以上たった中で、基

準日が違うときに差異が出ると思うんですが、こ

のあたりはどういうように処理してるかお尋ねし

ますが、住民税非課税世帯が 7,000 人超えてます

んで、西予市はその辺りの給付金が福祉課の中で

も結構あるんですが、ただ、基準日がそれぞれの

給付金によって違うんですけれども、それはどう

いうように扱っておりますか。 

○佐々木福祉課長 

給付金の基準日につきましては、国のほうから

基準日はこの日っていう通知がございます。現在

の 7 万円の給付の基準日が 12 月 1 日ということ

で、それぞれの基準日において住民税の非課税と

か、均等割とかっていうのを決めている状況でご

ざいます。ですから前回の給付のときから課税状

況が変更になれば、当然、その対象になったりと

か外れたりとかいうところになりますので、それ

ぞれの基準日をもって住民税の非課税、均等割と

いったところを抽出して行っているところでござ

います。 

○酒井委員 

税務課でやる 12 月の非課税世帯のは、通知を

するわけですよね。そしたら、それがずっと１年

間続くんでしょうか、それとも中途で基準日の時

点ぐらいで見直しをして給付をされるんですかと

いうことなんですよ。ですから、12 月、多分こ

れ非課税世帯は 12 月１日の基準日になってるや

つは昨年の 12 月までに申請してるわけですから、

そしたら 11 カ月以上違った中で、異動があった

ときとかそういう基準日だとか、そしてまた、増

えた人は余り文句言わないですよ。その基準日の

ままでそれ 11 カ月もたってるのに、私はこれだ

け所得がなくなった、というような人に対しては

どういうような処置をする、基準日的に差異が出

てくるやつはどういう処置をしてるかということ

です。 

○佐々木福祉課長 

住民税については１月１日で決まって、それで

基準日が今回 12 月１日ということで 11 カ月、委

員のおっしゃるとおりございます。当然その中で、

修正申告等をして１月１日から途中で 12 月１日

までの間に非課税になれば、12 月１日現在でそ

の方には該当になります。逆に、１月１日から修

正申告があって、所得があって非課税から外れた

場合については当然、抽出から外れるので該当し

ないと。12 月１日以降でそれを遡って修正申告

があった場合、12 月２日で該当だったけど、そ

れの修正申告が前年度の分で修正があった場合、

所得があった場合は、その分は返還してもらうと
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いうような手続になってます。 

○酒井委員 

個人が修正申告する例があるんですか。結局、

多くなるのは、余りしません。普通、心理として、

少なくなったときは、申告して給付金をいただき

たいというのが出てくると。心理的に、そういう

例はやっぱり多々あるわけでしょう。 

○佐々木福祉課長 

件数的には少ないんですが前回の給付金の中で

３名ほど、その返還が発生したケースもございま

す。 

○酒井委員 

私が指摘しているのは１月１日の非課税世帯の

申告と基準日が 11 カ月も空くってのは、何か違

和感が私にはありますので、その点はどういうよ

うに処置してるかという説明していただきたかっ

たんですけど、３件ぐらいしかないということな

んで、もうその辺についてはやはり人間心理だな

と思いながら、処理をしていただきたいと思いま

す。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○加藤委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 42 号「令和６年度西予市一般会計予算」

福祉課所管分について、原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 12 分） 

 

【長寿介護課】 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 21 分） 

次に議案第 12 号「西予市介護保険条例の一部

を改正する条例制定について」を議題といたしま

す。土居課長の説明を求めます。 

○土居長寿介護課長 

議案第 12 号「西予市介護保険条例の一部を改

正する条例制定について」御説明を申し上げます。 

介護保険第１号被保険者である 65 歳以上の方

の介護保険料算定につきましては、２月 21 日に

開催されました議員全員協議会で御説明いたしま

したとおりでございます。 

65 歳以上の方の介護保険料につきましては、

介護保険法の規定により、３カ年を１期間とする

介護保険事業計画期間において見直しを行うこと

と定められております。令和６年度から８年度の

第９期介護保険事業計画期間中の介護保険料につ

きましては、今後の高齢者人口の推移や介護保険

サービスに係る給付費の見込額などから、本市に

おける介護保険事業費を見込み、介護保険料基準

額月額を第８期と同額の 6,400 円、年額 7 万

6800 円といたしました。 

また、被保険者間での所得再分配機能を強化す

る観点から、国の定めにより、所得段階の多段階

化、高所得者の乗率の引上げ、低所得者の乗率の

引下げが行われたことから、本市におきましても、

国の基準どおりの設定といたしました。これによ

りまして、同計画期間中における介護保険料を改

定するよう、本条例の一部を改定するものでござ

います。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○加藤委員長 

土居課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○加藤委員長 

質疑はございませんか。 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 12 号「西予市介護保険条例の一部を改

正する条例制定について」原案に賛成の委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

次に、議案第 13 号「西予市指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の全部改正について」、議案第

14 号「西予市指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着
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型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例の全

部改正について」、議案第 15 号「西予市指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例の全部改正

について」、議案第 16 号「西予市指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の全部改正について」の４議案について

関連がありますので、一括議題といたします。 

土居課長の説明を求めます。 

○土居長寿介護課長 

それでは、議案第 13 号「西予市指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例の全部改正について」、議案

第 14 号「西予市指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

全部改正について」、議案第 15 号「西予市指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例の全部改

正について」、議案第 16 号「西予市指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例の全部改正について」、以上４議案に

つきましては関連がございますので、一括して御

説明をいたします。 

本条例は、厚生労働省令等に基づき、地域密着

型サービス事業者、居宅介護支援事業者等が事業

を実施する際、遵守しなければならない人員、設

備及び運営等の基準等を定めたものであります。 

これまで、この基準等を定めた条例につきまし

ては、地域の実情に応じて定めることが可能な市

独自基準を除き、厚生労働省令で定められた規定

ぶりをそのまま引き写す形で構成しておりました。 

しかし、この規定方法では、市の独自基準の有

無が不明瞭であるとともに、基準省令が突発的に

改正された場合などには、速やかに条例に反映さ

せることが難しいといった弊害がありました。今

回の改正は、これらを改善するため、規定の簡素

化を図り、事業者に平易な表現とするため、条例

の構造を従来の引き写しから、厚生労働省令を引

用する形に移行するものであります。改正後の各

条例においては、厚生労働省令で定める基準を引

用する規定のほか、介護保険法の規定により、条

例で定める必要のある、各事業者の指定に関する

基準、厚生労働省令とは異なる市独自の基準を規

定しております。 

以上４議案、よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○加藤委員長 

土居課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○酒井委員 

市独自の運用という形になっておりますが、ど

こがどういうふうに変わったか、分かる説明出来

ますか。 

○土居長寿介護課長 

市独自の基準と申し上げますのは、市独自の市

サービスの提供に係る記録の保存期間は、厚生労

働省令では２年と規定されておりますが、不適正

な介護報酬の返還請求は、過去５年可能でありま

す。返還請求時に必要な文書が事業所に残されて

いないといった事態を避けるために、保存期間は

５年としているのが、市の独自基準の規定でござ

います。 

あと、厚生労働省令のほうで、令和６年４月の

改定の内容につきましては、主なものとしまして、

運営規程の概要等の重要事業事項を、ウェブサイ

ト上に掲載することの義務づけ、管理者の兼務範

囲の明確化、身体的拘束等の適正化の推進、利用

者の安全や介護の質の確保、職員の負担軽減の方

策を検討するための委員会の設置、協力医療機関

との連携体制の構築、ケアマネジャー１人当たり

の取扱件数の見直し、テレビ電話等を活用したモ

ニタリングの実施についての改正が行われており

ます。 

○酒井委員 

ということは、厚労省の基準ではなしにすると

なれば、西予市だけではなしに他の市町村もそれ

に準じた形で、地方の自治体はやるということに

なりますね。西予市だけですか。 

○土居長寿介護課長 

これにつきましては、現在愛媛県内では、愛媛

県と宇和島市が、過去に同様の引用形式に改正済

みであります。今回新たに大洲市が同じく、引用

形式に改定の予定となっております。 

○加藤委員長 
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ほかに質疑はございませんか。 

○酒井委員 

条例ってのは、こうして変わって私らも議決し

ていくんですけども、よく咀嚼をしてないと、現

場で働く人たちはそれに拘束されるわけですよね。

その辺りを、私らも分からないんだけど、その現

場にこの条例を当てはめて、現地で、労働するこ

とに関しては。だからその点の指導はしっかりと

行政側でやってもらわないと、我々がどういうふ

うに変わったのって言われたって、現場で現実に

どの部分がどのように変わるかってのは、体感出

来ないんですよ。その辺りを、条例改正のときに

はしっかりと、我々も把握しなきゃ駄目なんだけ

ど、そこまでの現場感もございませんし、その辺

りを、法律も用語でやると、なかなか難しい言葉

がぽんぽん出てきまして分かりにくいんですけど

も、大体今の意味で、地方に合った形の条例にす

ると。理解しました。 

○井関副委員長 

西予市指定地域密着型サービスのところなんで

すけども、看護小規模多機能型居宅介護に限るっ

ていうとこが出てくるんですけども、この看多機

って言われる部分なんですけども、これあんまり

こう聞きなじみがない言葉なんですけども、今回

野村病院のところの説明の時にもこの名前がよく

出てきたとは思うんですが、この事業そのものっ

ていうのが西予市では現在はないと思うんですけ

ども、どういう内容かというのはもうちょっと詳

しく説明してほしいんですけども。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 32 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 32 分） 

○土居長寿介護課長 

看多機といいますのは看護小規模多機能型居宅

介護となっております。この内容につきましては、

四つの介護サービスを提供するようになっており

まして、まずは、看護師が利用者のご自宅に伺い、

健康観察医師の指示書に基づき医療措置を行う訪

問看護、それから介護スタッフが利用者のご自宅

に伺い、入浴や排せつの介助のほか掃除や調理な

どを行う訪問介護、看多機所内で食事や入浴、リ

ハビリなどをして過ごす通いのサービス、看多機

事業所内で夜間を過ごす泊のサービス、以上の四

つとなっております。 

○井関副委員長 

これを始めるに当たっての資格というか、どう

いうとこがこういう、これを行うことができるか、

どういう規定になっとるんですか。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 34 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 36 分） 

○土居長寿介護課長 

この件につきましては、後ほど文書で報告させ

ていただきたいと思います。 

よろしくいたします。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

採決は１件ずつ行います。 

お諮りいたします。 

議案第 13 号「西予市指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例の全部改正について」原案に賛成の委員

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

次に、議案第 14 号「西予市指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の全部改正について」原案に賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

次に議案第 15 号「西予市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の全部改正について」原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原
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案どおり可決することに決しました。 

次に、議案第 16 号「西予市指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例の全部改正について」原案に賛成の委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

次に、議案第 42 号「令和６年度西予市一般会

計予算」長寿介護課所管分を議題といたします。 

土居課長の説明を求めます。 

○土居長寿介護課長 

議案第 42 号「令和６年度西予市一般会計予算」

のうち長寿介護課所管分につきまして、予算書に

基づき、主要な事業、中でも予算額が大きな事業

を抜粋して御説明を申し上げます。 

それでは、歳出予算から御説明いたします。 

予算書の 79 ページをお開きください。 

3款民生費、1項社会福祉費、3目老人福祉でご

ざいますが、令和６年度予算 22億 8543万 6000円

のうち、野村介護老人保健施設事業会計繰出事業

及び職員給与費を除き、長寿介護課所管分は

21億 1001万 9000円を予算計上しております。前

年度当初予算と比較しますと、3 億 3515 万

9000 円の増額となっております。 

それでは事業概要に沿って御説明いたします。 

老人福祉庶務事業 1374 万 4000 円を計上してお

ります。この事業は、事務経費、宇和福祉の里事

業補助利用者負担軽減措置、シルバー人材センタ

ー支援、敬老祝い金支給の事業でございます。前

年度当初予算と比較しまして 18 万 1000 円の増額

となっております。 

続きまして、老人クラブ等活動支援事業 293 万

2000 円を計上しております。この事業は、軽ス

ポーツの実施や奉仕活動、独居高齢者の見守り、

子どもたちの交流など、地域社会の発展と福祉の

向上に貢献している老人クラブの運営を支援して

いくため、補助金を交付するものでございます。

前年度当初予算と比較しまして 10 万 6000 円の減

額となっております。 

続きまして、老人保護措置事業 2 億 8749 万

6000 円を計上しております。事業の財源になり

ます入所者負担金につきましては、社会福祉負担

金 6197 万 2000 円を歳入予算で計上しております。

この事業は、老人福祉法に基づき 65 歳以上の方

で、家庭環境及び経済的理由により居宅において

生活することが困難な方の養護老人ホームへの入

所措置をさせていただく事業でございます。前年

度当初予算と比較しまして 243 万 5000 円の増額

となっております。これは、松山市の養護老人ホ

ームの入所者が１名増えたことが主な要因でござ

います。市内には、定員 70 名の奥伊予荘と定員

50 名の三楽園の二つの施設がありますが、現在

４名の方が市外の養護老人ホームへ入居しており

ます。 

続きまして、敬老会活動支援事業 1628 万円を

計上しております。この事業は、市内に住所を有

し、当該実施年度４月１日現在において満 75 歳

以上の高齢者を対象として、町内会や自治会等が

行う敬老事業に対し補助金を交付する事業でござ

います。令和５年度からは、一堂に会しての敬老

事業に対し１人当たり 1,900 円、記念品配布のみ

の場合は、1 人当たり 1,000 円を乗じた額の補助

金を交付しております。令和６年度対象者は、市

内全域で 8,568 人を見込んでおります。 

80 ページをお開きください。惣川高齢者生活

福祉センター運営委託事業 1054 万 1000 円を計上

しております。この施設は、高齢者が安心して健

康で明るい生活を送れるよう支援するとともに、

福祉の増進を図ることを目的として、平成６年６

月に整備された施設でありますが、平成 18 年４

月から現在まで、社会福祉法人西予市野城総合福

祉協会が指定管理者として運営しております。居

室は２人部屋が２室、個室が６室の定員 10 名と

なっております。 

続きまして、軽費老人ホーム管理運営事業

2135 万 6000 円を計上しております。軽費老人ホ

ームとは、老人福祉法第 20 条の６に規定されて

いる施設で、家庭環境や経済状況などの理由によ

り、居宅において生活することが困難な高齢者が

入居の対象となります。この事業は、利用者の負

担を軽減するため、施設利用料のうち、事務費を

施設が減免した場合に、減免した額を補助し、利

用者の負担軽減を図るものでございます。市内に

は、事業の対象となる二つの施設があります。 

続きまして、養護老人ホーム三楽園建設事業

8 億 1046 万 1000 円を計上しております。これは、

現在西予総合福祉会が建設工事を進めている養護

老人ホーム三楽園の新築工事費 8 億円、工事管理
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費 1023 万円の合計 8 億 1023 万円を補助金で計上

しております。その他、市で実施する記念樹植栽

委託料 23万 1000 円を予算計上しております。 

続きまして、介護保険特別会計繰出事業 9 億

3470 万円を計上しております。この事業は、介

護保険事業の健全な運営を図るため、介護給付費

に対する法定負担分と介護保険料で賄うことの出

来ない事務費への繰り出しを行うものでございま

す。前年度当初予算と比較しまして 2962 万

3000 円の減額となっておりますが、令和５年度

の実績見込みにより減額となっております。特定

財源の低所得者保険料軽減に係る国庫負担金

3878 万 5000 円及び県負担金 1939 万 2000 円を歳

入予算で計上しております。低所得者保険料の軽

減負担割合は、国が２分の１、県と市が４分の１

となっております。 

以上、歳出予算についての御説明とさせていた

だきます。 

なお、歳入予算につきましては、事前に提出し

ております歳入資料をもって御説明にかえさせて

いただきます。 

以上で、議案第 42 号「令和６年度西予市一般

会計予算」のうち長寿介護課所管分の御説明とさ

せていただきます。 

よろしく御審議の上御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○加藤委員長 

土居課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○山本委員 

79 ページのシルバーセンターの支援なんです

けども、これ具体的にはシルバーセンターにはど

んな支援がされるんでしょうか。 

○土居長寿介護課長 

シルバー人材センターには補助金として出して

おります。これにつきましては、一応シルバー人

材センター、三瓶支所の中にあるわけなんですが、

こちらの活動に対する補助でございます。これと

同額程度のものが、国のほうからも入ってくるよ

うな形になっております。 

○山本委員 

ものではなくて補助金の補助ということですね。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

○中村委員 

三楽園の建設事業 8 億 1000 万円のこれの財源

は地方債 8 億 1000 万円がこれ充当されていると

思うのですけれども、この地方債は据置き何年の

何年返済とかって決まりありましたっけ。 

○土居長寿介護課長 

一応３年据置きの４年目からの償還という形に

なると思います。 

あくまで一般論でございますが 12 年からとな

っております。 

○酒井委員 

前からも言うんですけども、老人クラブの構成

員ですが、60歳からのところに 300円出すのと、

70歳からの老人クラブのとこがあって 300円出す

のもあるんですが、このあたりはもう少し、この

時期になったら 60 歳いったら成年ですからね。

だから、その辺りも精査するべきじゃないですか。

60 歳の人に 300 円ですよ。70 歳から老人クラブ

のとこもあるわけですよ。117 団体のうちでは

4 千何人におられますけども、１番大きいとは

400 人ぐらいクラブとしてあるんじゃないかと思

います。そして小さいとこは、そういう 60 歳の

人たちが集まってワイワイしよったって老人クラ

ブと思わんですよ、今。どうですか。もう前にも

指摘したことがあるんですが、もう 60 歳の人を

老人クラブとか、65 歳が実際高齢者世帯という

ことで統計的には出すわけですから、65 歳以下

は出さないような形にしたらどうですか。 

○土居長寿介護課長 

委員おっしゃりますようにこの会員の減少とい

う中にも、実際に 60 歳からはまだ就業機会が多

いということで、なかなかそういう方が入ってい

ただくのは難しいような状態になっております。

今の定義をこちらのほうで変えるということはな

かなか難しいとは思うんですが、ちょっと今後の

検討課題というような形でさせていただいたらと

思います。よろしくお願いいたします。 

○酒井委員 

私が言ってるのは、65 歳だったらまだ我慢で

きるが 60 歳に 300 円出すのはどうかということ

なんですよ。だから市のほうから 65 歳以下は

300 円出さないというようなことで決めればそれ

で済むんじゃないですか。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 51 分） 
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○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 52 分） 

○土居長寿介護課長 

確かそういう考えもあると思うんですが、実際

に老人クラブとして活動されてるのは、あくまで

自主的な活動されているというところもあります

し、なかなかこれを予算的に減らしてしまいます

と、実際に老人クラブ自体の活動もなかなか出来

ないというところもありますので、今のところは

もうあくまでこのような形で進めさせていただき

たいというふうに思っております。 

○酒井委員 

社会が、もう労働力の不足だとか、そして実際

定年制も上がってきて 65 歳になろうとしてる、

会社の 65 歳定年が 38％ぐらいなんですよ今。

60 歳がやっぱり 70％近いんだけど、そういう形

の中で、まだ社会的な労働力不足とかそういうこ

とも含めてそれを協議してたら、老人クラブとい

う名目はいけないかもしれませんよね。だから前

も言ったんだけど、老人という名前を変えたらど

うかと一般質問にもやってるんですよ。それから

一つも前進んでないんですよ。そして、聞きます

けど、117 のクラブの中で、１番数の少ない団体

は何人で、１番多いとこはどこで何人ですか。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 54 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 57 分） 

○土居長寿介護課長 

老人クラブ単位になるんですが、最小の老人ク

ラブのところが 12 人、最大のところが 156 人と

なっております。 

○二宮委員 

ちょっとシルバー人材センターの件で質問なん

ですけども、シルバー人材センターについてはコ

マーシャルとかもよくされてて、国、県とつなが

っているということで補助金等の話もありました

けれども、働かれてる人が、いろんな要望がある

んですよね。現場までの交通費が出ないとか、そ

ういうふうな窓口をどこに言うていったらいいの

か、あそこに事務局ありますけども、そこに直接

言うていいものかどうか、またその支払いの給与

の基準は、県下というか、統一なのかどうか、そ

ういう点をちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 58 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時２分） 

○土居長寿介護課長 

まず、細かい問合せについては、全て直接シル

バー人材センターの事務局のほうに問い合せてい

ただくようになっております。またこちらのほう

にそういうお話がありましたら、直接、人材セン

ターのほうに連絡することも可能ですので、また

それもよろしくお願いしたいと思います。あと賃

金につきましては、あくまでその最低賃金とかい

うものには、法律上は適用されないということで

すので、それぞれのシルバー人材センターで決定

されているというふうに考えられております。 

○二宮委員 

細かな規定等もそれぞれの各市のシルバー人材

センターで決定されているということですかね。 

○土居長寿介護課長 

そのように考えております。 

〔委員長交代〕 

○加藤委員 

軽費老人ホーム管理運営事業 2135 万 6000 円に

ついてお伺いいたします。これはケアハウスれん

げとケアハウスはまゆうの２施設で運営されてい

ると思うんですけれども、それぞれ入居者は何人

ずつ入っていて、入居料なんですけれども、幅が

あると思うんですけれども、その辺も教えていた

だいたらと思います。 

○井関副委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時４分） 

○井関副委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時４分） 

○土居長寿介護課長 

入居者数につきましては、ケアハウスれんげ、

ケアハウスはまゆうとも定員に 30 名となってお

りますが、満床となっております。両方とも。あ

とその入居料につきましては、収入により変わっ

て行くようになっております。 

○加藤委員長 

自立というか自分で生活できる方が入っておら

れると思うんですけれども、入居料についてなん

ですけれども、かなり幅があるように聞いている

んですけれども、１番少ない方、１番高い方って

どれぐらいあるのか教えてください。 
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○井関副委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時５分） 

○井関副委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時７分） 

○土居長寿介護課長 

一応収入による区分なんですが、150 万円以下

で本人負担は 1 万円、最大が 310 万以上であれば

5万 5500円という形になったんですが、実際の手

持ち資料ではないんですが、入られてる方の平均

的な負担額が約 1 万 3000 円から 1 万 5000 円が大

体入られてる間の平均額となっております。 

○加藤委員長 

ちょっと私が聞いているところでは、もっと高

い料金ということで聞いてるんですけれどもそう

いう低い料金なんですか。もう一度確認させてく

ださい。 

○井関副委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時８分） 

○井関副委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時 11 分） 

○土居長寿介護課長 

ただいまの質問ですがよく確認の上、文書のほ

うで後ほど回答させたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

○井関副委員長 

ちょっと細かい話なんですけども、三楽園の建

設事業なんですけども、記念植樹っていうのが

23 万円予算化されとるんですけども、あまり三

楽園とか、どこの建物をつくってもですけど、記

念植樹っていう予算を組まれていることは少ない

と思うんですが、なぜここに至ってこの予算を組

まれているのかちょっとお聞きしたいと思います。 

○土居長寿介護課長 

植栽委託につきましては、もともと二木生小学

校の中にあった記念樹を移設するということで、

予算を組んでおるんですが、この分の移設場所に

つきましては、現三楽園の工事しております旧二

木生小学校跡地の中に、二木生の地域づくり活動

センターの駐車場を設置するようにしておるんで

すが、そちらの中に、一応植栽を行うようになっ

ておりまして、三楽園の施設の中にということで

はありません。一応、うちの分で全部三楽園の二

木生小学校跡の分の工事のほうをやっております

ので、この分の植栽委託料のほうを計上させてい

ただいております。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○加藤委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 42 号「令和６年度西予市一般会計予算」

長寿介護課所管分について、原案に賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

次に議案第 46 号「令和６年度西予市介護保険

特別会計予算」を議題といたします。 

課長の説明を求めます。 

○土居長寿介護課長 

それでは、議案第 46 号「令和６年度西予市介

護保険特別会計予算」につきまして、予算書に基

づき主要な事業を抜粋して御説明をさせていただ

きます。 

それでは、歳出予算から御説明いたします。 

予算書の 97 ページをお開きください。 

1 款総務費、1 項総務管理費、1 目一般管理費

4109 万 1000 円を計上しております。前年度当初

予算と比較しまして 1424 万 5000 円の減額となっ

ております。これは、正規職員の退職による職員

数の減少による職員給与費 953 万 7000 円の減額

と、育児休暇からの復職に伴う会計年度任用職員

給与費（一般管理事業（介護））201万 7000円の

減額、12 節委託料、介護保険システム改修費

221万 1000円の減額が主な要因でございます。一

般管理費の財源は、介護保険システム改修費に伴

う国庫補助金 129 万 2000 円と、事務費及び職員

給与費等に伴う一般会計からの繰入金 3979 万

9000 円でございます。 

続きまして 99 ページをお開きください。 

3 項介護認定審査会費、2 目認定調査等費

4846 万 9000 円を計上しております。前年度当初

予算と比較しまして 557 万 8000 円の増額となっ

ております。これは会計年度任用職員の制度改正

による職員手当の増加が主な要因でございます。 
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続きまして、100 ページをお開きください。 

2 款保険給付費のうち、主な経費としまして、

1 項介護サービス等諸費、1 目介護サービス給付

費 52 億 6948 万 7000 円を計上しております。前

年度当初予算と比較しますと 7119 万 4000 円の増

額となっております。要介護１から要介護５の方

が利用される居宅サービスや施設サービスなどの

給付費でございます。これは、令和５年度の実績

見込み及び令和６年度施行の介護報酬改定の影響

による増額となっております。 

続きまして 101 ページをお開きください。 

2 項介護予防サービス等諸費、1 目介護予防サ

ービス給付費 1 億 6185 万 6000 円を計上しており

ます。これは要支援の方が利用されるサービス給

付費でございますが、前年度当初予算と比較しま

すと 174 万 7000 円の減額となっております。こ

れは、令和５年度の実績見込みにより減額となっ

ております。 

続きまして、102 ページをお開きください。 

4 項高額介護サービス等費、1 目高額介護サー

ビス費 1 億 3618 万 5000 円を計上しております。

前年度当初予算と比較しますと 60 万 4000 円の減

額となっております。この事業は、ひと月に利用

したサービスの自己負担額について、所得区分に

よる限度額を超えた場合に、限度額を超えた自己

負担額が払い戻される負担軽減のための給付とな

ります。これは、令和５年度の実績見込みにより

減額となっております。 

次に、103 ページをお開きください。 

6 項特定入所者介護サービス等費、1 目特定入

所者介護サービス費 1 億 7388 万 5000 円を計上し

ております。前年度当初予算と比較しますと、

586 万円の減額となっております。この事業は、

入所施設及びショートステイ利用者が支払う食費

や部屋代にかかる自己負担額の負担軽減を図るた

め、所得に応じた自己負担限度額を設け、限度額

を超えた分を給付するものでございます。これも

令和５年度の実績見込みにより減額となっており

ます。2 款の保険給付費の財源につきましては、

国や都道府県、市町村が負担する公費が 50％、

１号被保険者である 65 歳以上の方の介護保険料

が 23％、２号被保険者である 40歳から 64歳まで

の方の介護保険料が 27％となっております。 

続きまして、105 ページをお開きください。 

3 款地域支援事業費、1 項包括的支援事業・任

意事業費、2 目介護予防ケアマネジメント事業費

1463 万 6000 円。3 目総合相談事業費 1329 万

8000円、106ページの 4目権利擁護事業費 1340万

2000 円、5 目包括的・継続的ケアマネジメント支

援事業費 2271 万 4000 円、6 目在宅医療・介護連

携推進事業費 1460 万 9000 円、7 目認知症総合支

援事業費 1797 万 3000 円を計上しております。こ

の六つの事業費は、主に地域包括支援センターに

係る事業費でございます。センターの運営につき

ましては、西予市社会福祉協議会に対し委託して

おります。センターには保健師、社会福祉士、主

任ケアマネジャーが配置されており、専門性を生

かしながら相互に連携して、地域に必要な支援活

動を行っております。 

 続きまして107ページをお開きください。 

8目生活支援体制整備事業費 791万 4000円を計

上しております。この事業は、ボランティアセン

ターや地域のサロン活動等を担う西予市社会福祉

協議会に事業委託しております。生活支援コーデ

ィネーターが中心となり、地域の高齢者のニーズ

や地域資源の状況把握に努め、地域の実情に応じ

た生活支援の担い手の養成や住民主体による活動

支援など、生活支援体制の基盤整備に取り組んで

おります。ただいま説明申し上げました 2 目から

8 目が増額になっておりますのは、委託先である

西予市社会福祉協議会の人事院勧告の給与上昇に

よる職員の人件費の増加が主な原因となっており

ます。 

続きまして 108 ページをお開きください。 

2 項介護予防・生活支援サービス事業費、1 目

介護予防・生活支援サービス事業費（第１号）

1 億 1094 万 8000 円を計上しております。前年度

当初予算と比較しますと 2645 万 2000 円の減額と

なっております。この事業は、訪問介護や通所介

護のサービスに係る事業費及び人員体制やサービ

ス内容について、安価な利用を可能とした、基準

緩和サービスの提供に係る事業費でございます。

これは令和５年度の実績見込みにより減額となっ

ております。2 目介護予防ケアマネジメント事業

費の介護予防ケアマネジメント事業（総合事業分）

1680 万円を計上しております。前年度当初予算

と比較しますと 360 万円の減額となっております。

この事業は、訪問介護や通所介護サービスに係る

介護予防ケアマネジメント、ケアプラン作成に係

る事業費でございます。これも令和５年度の実績



－20－ 

見込みにより減額でございます。 

続きまして、109 ページをお開きください。 

3 項一般介護予防事業費、1 目一般介護予防事

業 345 万 6000 円を計上しております。この事業

は、高齢者を対象とした運動教室や健康教室、介

護予防サポーター養成講座などの介護予防事業で

ございます。3 款の地域支援事業の財源につきま

しては、介護予防・日常生活支援総合事業と包括

的支援事業・任意事業の二つに大別され、介護予

防・日常生活支援総合事業は、2 款の保険給付費

の財源とほぼ同様でございますが、包括的支援事

業・任意事業は、２号被保険者の介護保険料は財

源として用いられず、その分、国、都道府県、市

町村の負担が多くなっております。地域支援事業

では、支える側と支えられる側の高齢者がともに

参加し、その輪を広げていくことで、住民主体の

通いの場が身近な地域の中に増えていくようにと

目指しております。 

現在運用しております第８期高齢者福祉計画・

介護保険事業計画も今年度で終了いたします。今

後は、令和６年度から令和８年度の３カ年を計画

期間として、現在策定中の第９期高齢者福祉計

画・介護保険事業計画に基づき、各職種の連携に

より、様々な生活支援サービスや保険給付等の事

業を展開してまいります。 

以上、主要な事業に係る歳出予算についての御

説明とさせていただきます。 

なお、歳入予算につきましては、事前に提出し

ております歳入資料をもって御説明にかえさせて

いただきます。 

以上で、議案第 46 号「令和６年度西予市介護

保険特別会計予算」についての御説明とさせてい

ただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○加藤委員長 

土居課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○山本委員 

102 ページの高額介護の内容を教えてもらえま

せんか。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 24 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時 27 分） 

○土居長寿介護課長 

ただいまの質問についてなんですが、介護保険

係の山下係長から回答させていただきます。 

○山下長寿介護課係長 

高額介護サービス費につきましては、同じ月に

利用した介護サービス利用者負担額１割から３割

負担でございますが、こちらの合計額が高額にな

った場合、基本的には、年収に応じた区分がござ

いますので、その区分に応じた限度額を超えた場

合に、超えた部分につきまして、高額介護サービ

スとして、市から給付をさせていただいておりま

す。給付を受けるためには、事前に市への申請が

必要でございますが、対象者の方には、市から通

知も送らせていただいております。 

○山本委員 

確認ですけど金銭的な援助というふうにとらえ

ていいんでしょうかね。 

○土居長寿介護課長 

金銭的な援助という形になります。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

○酒井委員 

第９期介護保険計画の進捗状況を説明出来ます

か。 

○土居長寿介護課長 

第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画につ

きましては、11 月から４回の策定委員会を実施

いたしました。その後まとまりましたので、今度、

来週の３月 12 日に市長に意見書を添えて提出す

るような形にしております。３月末までには策定

という形になります。 

○酒井委員 

答申するまでに聞くのは何だと思いますけれど

も、料金のほうが、多分今回は上がらないんじゃ

ないかという期待をしてるんですけども、その点

はいかがでしょう。 

○土居長寿介護課長 

介護保険料につきましては第８期計画と同じく

6,400 円となっております。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○加藤委員長 

以上で質疑を終結といたします。 
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これより採決を行います。 

お諮りいたします。議案第 46 号「令和６年度

西予市介護保険特別会計予算」について、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 31 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後０時 57 分） 

先ほどの二宮委員からの質問に対して、佐々木

課長から報告を申し上げます。 

○佐々木福祉課長 

先ほど二宮委員から御質問のありました、議案

第８号「西予市人工透析患者通院交通費支給条例

の一部を改正する条例制定について」、こちらの

第４条の町内、町外の表記について、旧町の表記

のほうが分かりやすいのではないかという御質問

について御報告をさせていただきます。総務課に

確認しましたところ、旧町とか、町と言ったよう

な表記について、特に決まりはないということで

ございました。担当課としましては、居住する町

内の医療機関というようなことで、居住するとい

うところの前段もありますし、町内の医療機関と

いうところで、町内町外といったことで記載する

ほうが理解が進みやすいのではないかということ

で判断をしたものでございます。 

以上、御報告とさせていただきます。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 58 分） 

 

【子育て支援課】 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時０分） 

次に議案第９号「西予市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の全部改正について」、議案第 10 号「西

予市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の全部改正について」、議案第

11 号「西予市放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の全部改正につ

いて」、３議案について関連がありますので一括

議題といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮子育て支援課長 

議案第９号「西予市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の全部改正について」、議案第 10 号「西予市

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の全部改正について」、議案第 11 号

「西予市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の全部改正について」、

関連がございますので、一括して提案理由の御説

明を申し上げます。 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業、

家庭的保育事業等、放課後児童健全育成事業の運

営等に関する基準を定める条例につきましては、

厚生労働省令及び内閣府令に基づき、各事業者が

遵守しなければならない運営等に関する基準等を

定めたものであります。これまで、市が定める各

基準条例は、参酌もとの厚生労働省令や、内閣府

の規定ぶりをそのまま引き写すような形で構成し

ており、この条例の規定方法では市の独自基準の

有無が不明瞭であるとともに、基準省令等が突発

的に改正された場合など、速やかに条例に反映す

ることが難しく、条例の施行が遅れることで一定

期間国と市の基準が乖離してしまうといったよう

な弊害がありました。 

今回の改正は、国と市の基準の施行日の乖離を

なくし速やかなサービス提供につなげるため、規

定の簡素化を図り事業者に平易な表現に移行する

ものでございます。 

以上３議案、よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○加藤委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○酒井委員 

３議案とも全部改正になっておりますので、こ

れは新しくできるというような考え方でいいです

か。条例として、全部改正っていう表現だったら

新しく条例をつくるという解釈でよろしいですか。

改正となりますんで、なかなかそういうところが

ちょっと言葉のあやがあるんですか。 

○宇都宮子育て支援課長 

委員がおっしゃるとおり全部新しくつくるとい

うことでいいと思います。 

○加藤委員長 
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ほかに質疑はございませんか。 

○酒井委員 

この３議案とも厚労省かどっかの国の法律が変

わって、それによって、先ほど説明されたように

自治体が動きやすいためにこういうものをつくる

という解釈で、そのために、自治体が動きやすい

ためっていうのは、どのあたりがどういうふうに

動きやすくなるのか分かっておりましたら。 

○宇都宮子育て支援課長 

今回御提案させていただきましたのは、令和５

年４月にこども家庭庁が発足しまして、そのとき

にも国の法令に合った条例改正をさせていただい

たんですけれど、あまりにも国の動きが速くて、

条ずれ、項ずれとかいうものがありまして、もう

それを待っていたんでは追いつかないというよう

なことで、今回、この機会に上程させていただく

ようにしたものでございます。 

○酒井委員 

これはそういうことでしたら、各自治体近隣の

自治体も大体足並みそろえて、大体変えてるよう

な傾向が見えるんですか。 

○宇都宮子育て支援課長 

愛媛県につきましては令和３年、近隣でいきま

すと宇和島市については令和５年に改正されてい

るということを把握しております。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時５分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時９分） 

ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○加藤委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

採決は１件ずつ行います。 

お諮りいたします。 

議案第９号「西予市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の全部改正について」原案に賛成の委員の挙手

を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することを決しました。 

次に、議案第 10 号「西予市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の全部

改正について」原案に賛成の委員の挙手を求めま

す。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

次に議案第 11 号「西予市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

全部改正について」原案に賛成の委員の挙手を求

めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

次に議案第 28 号「西予市母子父子家庭等福祉

手当支給条例を廃止する条例制定について」を議

題といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮子育て支援課長 

議案第 28 号「西予市母子父子家庭等福祉手当

支給条例を廃止する条例制定について」提案理由

の御説明を申し上げます。 

この母子父子家庭福祉手当支給事業は、主に母

子父子家庭の 18 歳以上の生徒が高校の就学等に

要する費用について、児童１人当たり月額 1 万円

の母子父子家庭等福祉手当を支給することにより、

母子父子家庭等の経済的安定と児童及び生徒の福

祉の向上を図ることを目的とした事業でございま

すが、近年は利用実績がない状況であります。安

心して子育てをしながら生活できる環境を整備す

るため、国のひとり親家庭における支援制度とし

て、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格

支援費補助事業があり、ひとり親家庭の親及び児

童の学び直しを支援することで、よりよい条件で

の就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を

中心とした就業につなげていくための事業が利用

出来ます。 

このように、近年、国のひとり親家庭における

支援制度が拡充しており、就学及び養育に要する

費用につきましても、ひとり親家庭支援制度によ

って充足していることから本年度をもって本条例

を廃止するものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、
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よろしくお願い申し上げます。 

○加藤委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○山本委員 

国の施策に基づいてということなので、これは

近隣市町とも同じような流れなんでしょうかね。 

○宇都宮子育て支援課長 

国の制度でありますので全国一律というふうに

考えておりますが、事業に県が制定しているとこ

ろが対象となるということで、愛媛県は制定され

てますので愛媛県内は大丈夫でございます。 

○酒井委員 

ひとり親家庭っていう言葉があるんですけども、

これはおじいさんおばあさんが扶養してるところ

もひとり親家庭という呼び方と解釈でよろしいん

でしたね。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 13 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 16 分） 

○宇都宮子育て支援課長 

この制度につきましては、母及び父がいない世

帯ということになります。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○加藤委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 28 号「西予市母子父子家庭と福祉手当

支給条例を廃止する条例制定について」原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

次に議案第 29 号「西予市児童公園の指定管理

者の指定について」議題といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮子育て支援課長 

議案第 29 号「西予市児童公園の指定管理者の

指定について」提案理由の御説明を申し上げます。 

当施設は、児童の健全な発達を図り、もって住

民の福祉の増進に資するために整備された施設で

あります。このたび、当施設の指定管理者候補と

して、公募により株式会社どんぶり館を選定いた

しましたので、その指定について議会の議決を求

めるものであります。選定に当たりましては、西

予市指定管理者等選定評価委員会による審査を行

い、株式会社どんぶり館は児童公園の横で 20 年

余り営業を行っており、イチゴ祭りやぶどう祭り

といった既存のイベントとあわせ、キッチンカー

での移動販売や、マルシェ、市内地域団体との連

携によるフェスなど、多彩なイベントを開催する

計画であり、これまでの営業活動で培ったノウハ

ウを最大限に活用することで、児童公園の魅力を

生かすことができ、施設の利用促進と管理運営、

地域との連携や交流人口の拡大など総合的に勘案

し当施設の管理を行わせることが適当と判断した

ものであります。 

なお、株式会社どんぶり館の概要及び施設の運

営計画概要につきましては参考資料を御参照くだ

さい。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○加藤委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○酒井委員 

いろんな事業とか催し物を計画されてるとおっ

しゃいましたが、現在計画してる分について分か

る範囲で教えていただきたいなと思います。 

○宇都宮子育て支援課長 

現在、どんぶり館のほうで企画していただいて

いるものにつきましては、先ほど言いましたぶど

う祭り、イチゴ祭りといったことや、キッチンカ

ーを呼んでのイベントということで、今後この議

案が議決いただきましたら、詳細をもっと詰めて

いこうというふうに考えております。 

○酒井委員 

私としては、みかん祭りも入れてほしいなと思

います。 

○宇都宮子育て支援課長 

ぜひみかん祭りも入れるようにどんぶり館と交

渉したいと思ってます。 

○二宮委員 
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以前、この公園が出来たときにキッチンカーの

使用料とかいうのがあったと思うんですけど、あ

れはそのまま継続されるんでしょうか。 

○宇都宮子育て支援課長 

使用料につきましては基本的には条例どおりで

すけれど、イベント時には独自の設定ができると

いうことになっておりますので、どんぶり館で企

画していただいて、料金を徴収していただくよう

な感じになると思います。 

○中村委員 

指定管理に移行した後の運営とか経営について

なんですけど、優良なイベントを開催したりして

会計上の収支が発生した場合は、それはどのよう

な処理になるのでしょうか。 

○宇都宮子育て支援課長 

現段階では、どんぶり館の収入というふうにな

ることになります。 

〔委員長交代〕 

○加藤委員 

人件費のとこなんですけれども、時給 950 円掛

ける３時間掛ける 365 日という人件費になってる

んですけれども、今お掃除をする方が不足してい

るような状態で、こういう形で実際採用はできる

んでしょうか。 

○井関副委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 24 分） 

○井関副委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時 25 分） 

○宇都宮子育て支援課長 

株式会社どんぶり館からの提案でございますの

で、問題ないというふうに考えております。 

○井関副委員長 

委託管理料なんですけども 200 万ということで

上がっておるわけなんですが、この積算根拠が分

かりましたらお願いいたします。 

○宇都宮子育て支援課長 

児童公園ちぬやパークの全体の歳出につきまし

ては、市のほうで積算しているのは 298万6000円

を予定しております。そのうち、人件費等につき

ましては 170 万円程度。あと、消耗品、光熱費、

下水の維持管理費用、遊具の点検等で 298 万

6000 円を見込んでおります。 

収入といたしましては、利用料収入、先ほどキ

ッチンカーとかって言われた分につきまして

22 万 5000 円。イベント収入、イベントをしてい

ただいて自主収入を上げていただく分について

76 万 1000 円。 

それと、市の指定管理委託料 200 万円というこ

とで、298万 6000円という見積りを出していると

ころでございます。 

○井関副委員長 

どんぶり館から出してもらっている数字と若干

変わって、イベント収入なんか 76 万 1000 円の差

しかないんですけども、収入内訳を見ますと、収

支で 51 万 8000 円の黒字になるという形が出てい

るので、これを見る限りは、委託料をその分下げ

ることができるんじゃないかないうような気がす

るんですが、その辺市としてはどういうふうに考

えておられますか。 

○宇都宮子育て支援課長 

これ指定管理者の公募で行っておりまして限度

額が 200 万円ということで、うちは提示させてい

ただいておりますので、向こうの計画上でこの計

画が出てきておりますので、収入等につきまして

はこちらから提供しておりませんので、200 万円

に対してどういう経営をされるかということで提

案をいただいておりますので、これで設定してい

ただいたという結果になっております。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

○中村委員 

すごい小さなことでお聞きします。駐車場のこ

とです。４月１日からどんぶり館が指定管理者に

なると、今までもちぬやパークを使用される方が

どんぶり館に車をとめて、肝心のどんぶり館のお

客様が車とめられない事態が週末に発生したみた

いなことを聞いておりますが、４月１日以降はそ

こについてはあんまりしんしゃくなしに止めても

構わんということになるんでしょうか。 

○宇都宮子育て支援課長 

駐車場につきましてもどんぶり館のほうに指定

管理しますので、現状でも、どんぶり館にとめて

公園に行く方もおられるし、公園にとめてどんぶ

り館の買い物をされるというようなことで、相互

作用良いふうになっているので、特に問題ないと

どんぶり館とはお話ししております。 

○加藤委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 



 

－25－ 

議案第 29 号「西予市児童公園の指定管理者の

指定について」原案に賛成の委員の挙手を求めま

す。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

次に、議案第 42 号「令和６年度西予市一般会

計予算」のうち子育て支援課所管分を議題といた

します。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮子育て支援課長 

議案第 42 号「令和６年度西予市一般会計当初

予算」のうち、子育て支援課所管分について予算

書に基づき御説明申し上げます。 

歳入につきましての詳細につきましては、事前

に提出させていただいております一覧表で御確認

いただきますようお願いいたします。 

それでは、歳出について御説明申し上げます。 

予算書は 86 ページから 93 ページ及び 171 ペー

ジから 173ページとなります。 

まず、子育て支援課の所管事業といたしまして

は、正職員の人件費を除き、3 款民生費、2 項児

童福祉費、1 目児童福祉総務費 15 事業、2 目児童

措置費３事業、3 目母子福祉費２事業、4 目保育

所費７事業、5 目児童館費４事業、10 款教育費、

4 項幼稚園費、1 目幼稚園費４事業、以上の合計

35 事業となります。35 事業のうち７事業が会計

年度任用職員給与費となります。令和６年度子育

て支援課所管の事業費予算総額は、職員給与費を

除き 3 款民生費、2 項児童福祉費 20 億 8315 万

4000 円と、10 款教育費、4 項幼稚園費 1719 万

8000 円の合計で 21 億 35 万 2000 円となっており

ます。令和５年度当初予算と比較しますと、児童

公園整備事業などの減額もございますが、保育士

の処遇改善に伴う教育保育給付費支給事業の増額

や、子ども医療費助成事業及び子育て応援事業を

令和５年度実績見込みに見合う増額を行ったこと

により、全体では 1693 万 7000 円の増額予算とな

っております。 

それでは、予算書 86 ページをお開きください。 

3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉費総

務費の令和６年度予算額は 5 億 4393 万 3000 円で

ございます。前年度と比較しますと 8495 万

9000 円の減額となっております。減額の主な要

因といたしましては、令和４年度からの継続事業

として令和５年度に整備完了した児童公園整備事

業の終了により減額したものでございます。子育

て支援課所管分の児童福祉総務費の事業は、事業

概要にありますように、児童福祉総務費、庶務事

業ほか 14 事業で構成されており、児童福祉、子

育て支援分野に関する事業について予算を計上し

ています。 

主な事業について御説明をさせていただきます。 

予算書 86 ページの下段を御覧ください。 

事業概要２行目、児童扶養手当支給事業 1 億

1193 万 8000 円でございます。この事業は、ひと

り親等の児童の生活安定と自立促進に寄与するた

め、児童の福祉の増進を図ることを目的として児

童扶養手当を支給するものでございます。対象の

児童は 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日ま

での間にある者、または 20 歳未満で政令で定め

る程度の障がいのある者でございます。財源とい

たしましては、国３分の１補助 3723 万 4000 円を

充当しております。 

続きまして、事業概要３行目、子ども医療費助

成事業 1 億 2851 万 1000 円でございます。全ての

児童が安心して医療機関を受診できる環境整備及

び保護者の子育てにかかる経済的負担軽減を図る

ため、医療費の保険診療に係る自己負担分を全額

助成するものでございます。令和５年度から対象

児童を 18 歳まで拡充しております。財源につき

ましては、負担金として未熟児養育医療費国庫負

担金 66 万円、県負担金 33 万円、補助金といたし

まして３歳に達した月までの通院医療費及び入院

費、それ以降から就学前３月末までの入院費及び

外来１カ月当たり 2,000 円を控除した額の２分の

１の乳幼児医療助成事業県補助金 2018 万 3000 円

でございます。児童医療費につきましては、過疎

対策事業債 2780 万円を充当し、そのほかは市の

単独事業となります。 

続きまして、事業概要４行目、認可保育所等管

理支援事業 5318 万 8000 円でございます。この事

業は、保護者が安心して保育所等に子どもを預け

ることができ、保育所等で安全で安心な保育の提

供を行うための事業として、嘱託医報酬や、保育

所の遊具点検、障害児保育事業補助金のほか、民

間施設への補助金、保育人材確保対策とし保育士

の負担を軽減するために、民間施設が雇用した人

件費の補助や、県内外に住む保育士の西予市への
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移住を促すため、移住、引っ越しに要した費用の

補助などを計上させていただいております。また、

えひめ人口減少対策総合交付金を活用した、西予

市保育所等におけるおむつ等無償化提供事業に係

る経費についても、計上させていただいておりま

す。財源の主なものにつきましては、国庫補助金

540 万円、県交付金補助金 944 万円を充当させて

いただいております。 

続きまして、５行目、保育支援事業 4237 万

2000 円でございます。この保育支援事業は、地

域の実情に応じて事業計画に従って実施するもの

で、国及び県、子ども・子育て支援交付金交付要

綱に基づき、延長保育、一時預かり、病児保育事

業の実施に伴う経費に対し委託料や補助金を交付

するものでございます。主に委託料としてスマイ

ル保育園病児保育事業に 1911 万 1000 円、補助金

として延長保育事業、一時預かり事業、病児保育

事業を実施する民間事業者に対し 2301 万 8000 円

を計上しているものでございます。財源につきま

しては、委託料及び補助金に対し国、県が３分の

１、おのおの 1411 万円となっております。 

続きまして、６行目、放課後児童健全育成事業

6116 万 3000 円でございます。就労等により、保

護者が昼間家庭にいない小学生に対し、授業終了

後に児童館等を利用して、安心安全な環境の場を

提供し、児童の健全な育成を図ることを目的とす

る事業でございます。放課後児童クラブの運営に

ついては、国及び県、子ども・子育て支援交付金

交付要綱に基づき、市内９カ所の放課後児童クラ

ブを運営する社会福祉法人等と、国、基準額に基

づく業務委託料を計上いたしております。財源に

つきましては、委託料に対し国、県が３分の１の

補助としておのおの 2014 万円となっております。 

次に、７行目、子育て支援センター事業

2161 万 1000 円でございます。この事業は、子育

て中の親子の交流の場の提供と交流の促進、子育

てに関する相談と支援の実施、地域の子育て関連

情報の提供、子育て支援に関する講習等の実施に

より、地域全体で子育てを支援する基盤づくりと

推進を目的としております。市内２カ所の民間子

育て支援センター事業の委託料 2099 万 2000 円と、

妊婦から子育て世帯とその家族への情報提供を目

的とした、「せいよ子育て応援ＬＩＮＥ」の配信

にかかる経費 61 万 9000 円を計上しております。

財源といたしまして、委託料に対して、国、県が

３分の１の補助としておのおの 720 万 3000 円と

なっております。 

続きまして、予算書 87 ページを御覧ください。

事業概要４行目、結婚新生活支援事業 1350 万

2000 円でございます。少子化の要因である未婚

化・晩婚化に対する取組として、経済的理由で結

婚に踏み切れない世帯を対象として新生活にかか

る住宅費、引っ越し費用等の費用について支援を

行うものでございます。主な対象として、それぞ

れ所得制限はございますが新規に婚姻した世帯で

夫婦ともに 39 歳以下の世帯を対象として、予算

の範囲内で最大 30 万円、夫婦ともに 29 歳以下の

世帯を対象として予算の範囲内で最大 80 万円を

支給するものでございます。財源といたしまして、

国の補助金３分の２の 685 万 1000 円、県補助金

２分の１の 280 万円として合計 965 万 1000 円を

充当させていただいております。 

続きまして、事業概要５行目、児童公園管理事

業 297 万 9000 円でございます。この事業は、遊

具、トイレ等がある市内 15 カ所の児童公園の維

持管理費用 97 万 9000 円のほか、西予市児童公園

ちぬやパークの指定管理委託料 200 万円を計上い

たしております。財源といたしまして、ネーミン

グライツ契約による株式会社味のちぬや様からの

ネーミングライツ料をはじめ、コカ・コーラボト

ラーズジャパン株式会社との子育て応援自動販売

機の寄附協定による寄附金、市内に営業所を持つ

企業との契約に基づくアイスクリーム自動販売機

売上げによる寄附金によって当事業費の約７割に

相当する212万3000円を充当いたしております。 

事業概要６行目、子育て応援事業 2474 万

1000 円でございます。この事業は、少子化対策

の一環として子育て世帯の経済的負担を軽減する

とともに、安心して子どもを産み育てる環境の整

備を図るため、中学校進学準備応援金事業 375 万

円、そのほかえひめ人口減少対策総合交付金を活

用した若年出産世帯応援事業 800 万円、若年出産

世帯奨学金返還支援事業 400 万円、多子世帯リフ

ォーム等支援事業 600 万円を計上いたしておりま

す。えひめ人口減少対策総合交付金事業につきま

しては、県交付金２分の１を充当しております。

また、令和５年度まで林業課で予算措置しており

ました、出生時に記念品としてお贈りする木のお

もちゃの予算につきましては、令和６年度から木

のおもちゃの制作発注の担当課である当課で予算
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措置をさせていただいております。 

続きまして、89 ページを御覧ください。 

2 目児童措置費でございます。令和６年度予算

額は 13 億 977 万 5000 円で、前年度と比較します

と 7278 万 8000 円増額となっております。増額の

主な要因といたしましては、教育保育給付費支援

事業におきまして、令和５年人事院勧告を踏まえ

た保育士の処遇改善を行うため、国が定める公定

価格が増額された影響によるものでございます。

児童措置費の事業といたしましては、事業概要に

ありますように児童手当支給事業、教育保育給付

費支給事業、幼児教育保育無償化事業の３事業と

なっております。 

主な事業について御説明いたします。事業概要

２行目、教育・保育給付費支給事業 9 億 5353 万

円でございます。この事業は、民間保育所、私立

幼稚園、認定こども園及び地域型保育所に通う児

童に係る教育保育に要する費用額を給付費として

施設に支給するものでございます。財源といたし

まして、国２分の１の負担金 4 億 6959 万 5000 円。

県４分の１の負担金 2 億 31 万 8000 円。県補助金

1092 万 4000 円。利用者負担金 1193 万 4000 円で

ございます。 

続きまして事業概要３行目、幼児教育・保育無

償化事業 604 万 5000 円につきましては、認可外

保育施設等及び預かり保育等の利用に要する費用、

第三子以降の副食費の減免に要する費用を計上し

ております。財源といたしましては、認可外保育

施設及び預かり保育の利用給付に要する経費

253 万 3000 円に対し、国庫補助金２分の１の

126万 6000円、県補助金４分の１の 63万 3000円

でございます。 

続きまして、90 ページを御覧ください。 

3 目母子福祉費でございます。令和６年度予算

額は 2297万 6000 円でございます。 

事業概要２行目、ひとり親家庭医療費助成事業

2138 万 6000 円でございます。この事業は、ひと

り親家庭等の保健の向上と福祉の増進に寄与する

とともに、経済的負担の軽減を図るため、所得税

非課税世帯のひとり親家庭の親または児童が医療

機関等において保険給付を受けた場合、その自己

負担額相当額を助成するものでございます。財源

といたしましては、県補助金２分の１の 1066 万

5000 円でございます。 

4 目保育所費の予算額は職員給与費を除き 2 億

5199 万 9000 円でございます。前年度と比較しま

すと 3012 万 1000 円の増額となっております。主

な理由といたしましては、保育士不足による保育

士確保のための会計年度任用職員給与費の増額で

ございます。保育所費の事業といたしましては事

業概要にありますように、市内の公立保育所３園

の管理運営費及びスマイル保育園の運営経費とし

て、実施主体である西予市民病院に必要な経費を

繰り出す費用と会計年度任用職員給与費になりま

す。 

続きまして、92 ページを御覧ください。 

5 目児童館費の予算額でございますが 2884 万

3000 円でございます。 

事業概要にあります、宇和児童館管理運営事業、

野村児童館管理運営事業の２事業と、会計年度任

用職員給与費２事業となっております。 

児童館は、ゼロ歳から 18 歳までの児童とその

保護者がいつでも自由に利用できる施設として、

様々なイベント等を実施して、子どもの健全な育

成を図っております。また、保護者同士の交流の

場や親子の集いの場を提供し、保護者や地域の子

育て力が高まるよう、子育てに関する相談活動を

行うなど、地域に開かれた子育て支援施設、子育

て支援施策施設としての機能も果たしております。 

続きまして、171 ページの下段を御覧ください。

10 款教育費、4 項幼稚園費の予算額は、職員給与

費を除き 1719 万 8000 円でございます。 

事業概要といたしましては、幼稚園の管理運営

に要する３事業と、会計年度任用職員給与費１事

業でございます。最後になりますが、子育て支援

課所管分の会計年度任用職員給与費７事業につき

ましては、3 款民生費、2 項児童福祉費に６事業

分、総額 2 億 2616 万 6000 円。10 款教育費、4 項

幼稚園費に 1275 万 2000 円、合計 2 億 3819 万

8000 円を計上させていただいております。 

また、令和６年度の組織再編に伴い、子育て支

援課内に、母子保健分野と虐待、子育て支援分野

を一本化し包括的に支援するこども家庭センター

を設置いたします。このこども家庭センターに係

る、母子保健分野の予算につきましては、健康づ

くり推進課の予算でございますので、健康づくり

推進課のほうで説明する予定でございます。 

以上、議案第 42 号「令和６年度西予市一般会

計予算」子育て支援課所管分についての御説明と

させていただきます。 
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よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○加藤委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○酒井委員 

西予市は子育て元年という形を銘打ってるんで

すが、こうして説明していただくと、どれも当た

り前のような気がするんですよ。どれがやっぱり

メインになるんですか。元年というような打ち上

げた形で網羅的に増やしてるだけですか。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

子育て支援策でございますけれども、人口減少

対策元年ということで、子育て支援分野だけでは

なくて民間も含めて、経済的なものにつなげてい

く、人を寄せるということで、移住定住、そして

定住していただいて出産育児をする、また移住定

住した先で経済、就職とか、そういうようなもの

の三つを一体として、取り組んでいるものでござ

います。その中で、特に今日の御挨拶でもさせて

いただいたんですけれども、まずは結婚、婚期を

迎えられてる方に支援をする経済的な支援の部分、

そして、若い世代の子育て期に対する支援、経済

的な支援というところ、またこの後健康づくりの

ほうにも出てきますけれども、不妊治療とか、あ

るいは妊娠した後の通院費の補助というところに

ついてが特にメインではあるんですけども、どう

しても財源的に県の交付金を利用しますもので、

メニューがおのずと絞られてきますので、大体県

全体的な自治体としてですね、同じようなメニュ

ーに偏ってしまっておるのが現状でございます。 

○酒井委員 

市長は今 150 人ぐらいの出生、これ子育てには

いるんですかね。子育て 150 人ぐらい出生数なん

ですが、200 人を目指したいということがよく使

われるんですが、そういうような具体策っていう

のはこん中入ってるんですか。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

委員御指摘のように、市長のほうで200人とい

うことを目標に進めているということでして、実

際に今回設定をした事業の出生数については、市

のほうで統一的に、ほかの分野もそうなんですけ

ども、150人という人数設定で出生数を設定して

事業予算を計上しております。当然200人という

のを目標として、それぞれの事業の目標として詰

めておるんですけども、予算計上上、今回全体的

な予算の算出の仕組みが実績見込みで、まずは可

能性のあるところについての根拠を持った予算計

上をするということで統一しておりますので、一

応150人としております。ただ、当然事業効果が

上がって必要なものについては、また補正なりの

対応で、やっていきたいと思っておりますので、

一応200人という目標値は、この中に含んでおる

という考えではおります。 

○酒井委員 

今年度 143 人、その前が 175 人、その前が

166 人、その前が 193 人ということで、もうだん

だんへ右肩下がりになってるんですけども、これ

をうたい文句だけで 200 人ということではいけな

いんで、具体的に予算をつけて、こういうふうに

するとかいう案っていうのがあるのかなと思いな

がらお聞きをいたしましたが、いかがでしょう。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

御指摘のように右肩下がりになっておりまして、

令和５年度では大体 120 数名ほどの出生数という

ことをまず見込んでおります。150 人というとこ

ろまでにはまだちょっと開きがあるんですけれど

も、いろいろと若者との異業種の交流であったり

やら、出会いの場の創設とか、そういったものも、

他分野で一体となって人口減少対策を進めており

ますので、正直どこがニーズに合ってヒットする

かというところがあるんですけども、上を向いた

形で事業展開はしていきたいと考えております。 

○酒井委員 

これが子育て支援課に入るのかちょっと私も分

からないんですけども、やはり結婚したり、そう

いうことに対しての出会いをつくるための予算と

いうものを、もっとたくさん使わないと、出会い

のチャンスっていうのがないんじゃないかと思う

んです。それが結果的に少子化対策なり子育てに

行くんだろうと思いますんで、この中でどこの予

算でこういうものをつけたらいいのかがちょっと

分からないんですけども、出会いの予算っていう

のは、いろんな今民間が結構やってるんですよね。

愛媛県もやってるし、愛媛県は全国的に成績がい

いわけです。愛媛県がやってるやつは。そういう

ものも含めて、西予市独自のそういう出会いの予

算というものをぽんとつけるぐらいのものをして、

そしてやれるような考え方をしないと、ただ
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200 人を規模的夢みたいな形になるんで、だから

出会いのために出会いをどうつくっていくか予算

を市の中に、どっかでぽんと幾らかでもつけとる

んかなというような気がしたんですけども、今予

算の中には私ちょっと見当たらないんで、どうで

すか部長。どっかにあります。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時０分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時２分） 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

ただいま御質問をいただきました出会いの創出

のところにつきましては、まちづくり推進課のほ

うで所管をいたしております。先ほどちょっと答

弁に触れさせていただきました、異業種間の交流

というのも、事業の一つになっているところでご

ざいます。 

以上答弁とさせていただきます。 

○二宮委員 

87 ページの児童福祉総務費の結婚新生活支援

事業なんですけれども、実績分かりますかね。５

年度の。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時４分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時４分） 

○宇都宮子育て支援課長 

結婚新生活支援事業につきましては、令和５年

度の実績見込みが 18 世帯を見込んでおります。 

○二宮委員 

39 歳以下と 29 歳以下だと思うんですけどその

内訳分かりますか。 

○宇都宮子育て支援課長 

その実績につきましては５年度実績で、39 歳

以下が４世帯、29 歳以下が 14 世帯でございます。

14 世帯のうち、29 歳以下の所得が 500 万円未満

の人が 12世帯、660万円未満が２世帯でございま

す。 

○二宮委員 

もう１点、子ども医療費助成制度なんですけれ

ども、18 歳まで無償化にしていただいているの

はいいんですけれども、医療費用ですね、ジェネ

リックの利用の状況が分かるのかどうか、また啓

蒙されてるのかどうかというところをちょっとお

聞きしたいと。 

○宇都宮子育て支援課長 

ジェネリックの使用率についてはちょっとこち

らのほうで把握することは出来ません。啓発につ

きましては更新等の時にチラシ等でお願いし、そ

ういう機会に、適正な医療受診についてお願いを

しておる現状でございます。 

○井関副委員長 

同じくこども医療費助成制度なんですけども、

高校の先生なんかと話ししよると、子どもはちょ

っとけがしたら、どうせ医療費無料なんじゃけん

病院行って来いて言うことが結構増えたっていう

話を聞いたんですけども、その辺の実態みたいな

のは、把握されているのか、あるいは指導をされ

ているのかその辺はどんな。 

○宇都宮子育て支援課長 

先ほども言いましたように、適正な受診に心が

けていただくようにお願いはしているところです

が、先ほど言われたように学校の怪我なんかでも、

保険証を使えば面倒くさくなく、子ども医療で支

払いが終わるんですけれども、それも一般財源使

っておりますので、学校で起きた事故とか、ほか

の保険が使えるものについては、そちらを優先し

ていただくようにお願いをしているところでござ

います。 

○井関副委員長 

もう一つなんですが、子育て応援券交付事業っ

ていうのが令和５年からは新規交付はしてないと

いうことで書かれておるわけなんですけども、こ

れ結構子育て世代の人からは喜ばれていた事業じ

ゃないかなと思うんですが、これが打ち切られた

理由というのと、これに代わるものとして何か新

たに出来たからやめられたのか、その辺お分かり

でしたらお願いします。 

○宇都宮子育て支援課長 

この子育て応援券交付事業につきましては、国

が妊娠届出に 5 万円、出産に 10 万円ということ

で、今健康づくり推進課の事業として実施してい

る 10 万円が出来ましたので、この子育て応援券

交付事業に使っていたお金を、小学校６年生が中

学校に上がる時に準備金ということで、中学校進

学準備応援給付金事業ということで、児童１人当

たり 1 万 5000 円のほうを新設しまして今年度か

ら使っているところでございます。 

○二宮委員 

今年度の予算ではないんですけど、今国が一時
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預かりというか、いつでも預かるみたいな、在宅

のね、いうのを進めて、実施予定が令和８年度ぐ

らいと思ったんやけど、そこに向けての何か市と

しての対策、保育士もちょっとそんなんやったら

足りないじゃないかなと、素人考えでは思うんで

すけれども、いかがでしょうか。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時９分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 10 分） 

○宇都宮子育て支援課長 

その事業につきましてはこども誰でも通園制度

ということで、在宅のお子さんが、保育園にちょ

っと使いたいというときにできる事業でございま

すけれど、市としましても、保育士不足等ですね、

預かる部屋の確保ということで、今の調整といい

ますか、市内全域の保育園で意見交換等をして、

実際に迎えるに当たって問題等を今調査研究して

いるところでございます。 

〔委員長交代〕 

○加藤委員 

86 ページなんですけれども、放課後児童健全

育成事業 6116 万 3000 円なんですけれども、９か

所の施設で運営されていると思うんですけれども、

定員が決まっていると思うんですけれども、中に

は定員をオーバーして、ちょっと入れなくなって

いるとこもあると聞いておるんですけれども、そ

ういうことに対して今後どのような対応をとられ

るのかちょっとお伺いいたします。 

○宇都宮子育て支援課長 

今年度も５月１日の時点では、待機児童ゼロと

いうようなことでした。令和６年度のまた５月の

時点の調整で、利用する予定だけどやめたという

ことがあったり、おおむねの基準がありますので、

この間、連絡調整会議みたいな会議を市内の９カ

所としまして、できるだけ受け入れるような体制

を構築するようにお願いしているので、多分です

ね、５月の時点ではほぼ利用できるんじゃないか

なというふうには考えています。 

○井関副委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 12 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 15 分） 

ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○加藤委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 42 号「令和６年度西予市一般会計予算」

子育て支援課所管分について、原案に賛成の委員

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 16 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 25 分） 

○宇都宮子育て支援課長 

先ほど二宮委員の御質問で結婚新結婚新生活の

実績のことにつきまして、令和５年度を４年度と

言ってしまいましたので、訂正させてください。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 26 分） 

 

【生活福祉部】 

【環境衛生課】 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 26 分） 

次に議案第 42 号「令和６年度西予市一般会計

予算」のうち環境衛生課所管分を議題といたしま

す。 

大塚課長の説明を求めます。 

○大塚環境衛生課長 

それでは議案第 42 号「令和６年度西予市一般

会計予算」環境衛生課の所管分につきまして御説

明させていただきます。 

歳入、歳出別の当初予算につきましては、皆様

に配付しております、環境衛生課令和６年度当初

予算説明資料にまとめておりますので、この資料

に基づいて御説明させていただきます。 

それでは、歳入予算から説明させていただきま

す。資料の歳入予算説明資料を、御確認ください。

なお、各予算科目における予算書の該当ページは、

資料の備考欄に記載しておりますので、あわせて

御確認ください。 

令和６年度の当課に係る歳入予算の総額は 1 億

1284 万 1000 円となっており、令和５年度と比較

しまして 1054 万 3000 円の増額となります。 
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歳入予算の内訳を科目別に説明いたしますと、

13 款使用料及び手数料のうち 1 項使用料、3 目衛

生使用料、1 節保健衛生使用料が 1836 万円、2 項

手数料、2 目衛生手数料、1 節保健衛生手数料、

2 節清掃手数料の合計が 6375 万 3000 円。 

15 款県支出金のうち、2 項県補助金、3 目衛生

費補助金、1節保健衛生費県補助金の合計が 35万

1000 円、3 項県委託金、7 目衛生費委託金、1 節

保健衛生費委託金が 1,000円。 

16 款財産収入、1 項財産運用収入、2 目利子及

び配当金、1 節利子の合計が 1 万 5000 円。 

18 款繰入金、2 項基金繰入金の合計が 159 万

7000 円。 

20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、4 節衛生費

雑入の合計が 2876 万 4000円となっております。 

これらの各予算の増減理由は、資料に記載して

おりますとおりでございますが、特に説明が必要

な科目については、増減理由を御説明させていた

だきます。 

まず、13 款使用料及び手数料のうち、1 項使用

料、3 目衛生使用料、1 節保健衛生使用料のうち

西予市衛生センター使用料でございますが、人口

減少及び公共下水の整備等により、し尿を受け付

け、受入れ量の減少が続いたことから、過去の実

績を精査した結果 57 万 9000 円の減額に。 

次に、2項手数料、2目衛生手数料、2節清掃手

数料のうち可燃ごみ処理手数料は、実績精査によ

り 242 万 6000 円の減額に。 

次に、15 款県支出金のうち、2 項県補助金、

3 目衛生費補助金、1 節保健衛生費県補助金のう

ち補助金の中の新エネルギー関連設備等導入促進

支援事業費県補助金につきましては、歳出予算で

御説明を行いますが、令和４年度から家庭用燃料

電池及び蓄電池の補助制度を行っておりますが、

実績を踏まえた件数とし、それに伴う県からの補

助金となっております。また、海岸漂着物等地域

対策推進事業費県補助金は、令和６年度から新規

に創設しており 2 万 6000 円の増額となっており

ます。 

次に、20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、4 節

衛生費雑入の中の、地域循環共生社会連携協会補

助金につきましては、令和６年度に策定予定の地

球温暖化対策実行計画（区域施策編）補助金とし

て 800 万円の増額としております。再資源売却収

入については、金属、古紙類売却価格が高値で推

移しており 457 万円の増額としております。また、

再商品化合理化拠出金については、公益財団法人

日本容器包装リサイクル協会において、原油高の

影響等もあり資源売却価格が上昇し、有償拠出金

も増加傾向となっており 157 万 3000 円の増額と

しております。 

続きまして、歳出予算について御説明をさせて

いただきます。資料の歳出予算資料を御覧くださ

い。なお、こちらも、各事務事業における予算書

の該当ページを備考欄に記載しておりますので、

あわせて御確認ください。 

当課に係る歳出予算の総額は 8 億 2619 万

6000 円となっておりまして、令和５年度と比較

して 1222 万 7000 円の増額となります。 

予算額の内訳を科目別に説明しますと、4 款衛

生費、1 項保健衛生費、4 目環境衛生費では、上

下水道課所管予算を除く当課分として 8729 万

9000 円となっており、令和５年度と比較します

と 2151 万 8000 円の増額となります。各事務事業、

各事業別予算の増減理由は、資料に記載している

とおりでございますが、予算が増額となった事業

のうち、特に説明が必要な事業につきまして、御

説明をいたします。 

犬（ねこ）愛護事業については、現在深刻化し

ております飼い主のいない猫の増加に伴う生活環

境の悪化等の問題を改善するため、人と猫が共生

できる地域づくりを目指す、地域猫活動を支援す

るため、不妊・去勢手術補助の補助金の増額によ

り 77 万 8000 円の増額としております。 

環境保全推進事業については、令和６年度予算

では、西予市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）策定委託料計上により 1158 万 4000 円の増額

としております。西予市地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）とは、西予地域の温室効果ガス排

出量の削減を定める区域計画となっております。

この計画につきましては、将来的なカーボンニュ

ートラルの実現に向けたものでございます。また、

10 日分の職員給与として給与費といたしまして、

正職員７名分を計上しております。ただし、この

分につきましては、総務課所管の予算となってお

ります。 

次に、4款衛生費、1項保健衛生費、7目葬祭費

では 4820 万 2000 円となっており、令和５年度予

算と比較しますと 1956 万 2000 円の増額となりま

す。 
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その中で、主な増額理由といたしまして、宇和

光浄苑管理運営事業では、火葬炉整備修繕工事と

して 2086万 2000 円の増額としております。 

続いて、野村浄香苑管理運営事業につきまして

は、令和６年度に火葬炉整備修繕工事として

159 万 8000 円の増額となっております。 

三瓶清流苑管理運営事業については、修繕料の

減額により 218 万 9000 円の減額となっておりま

す。 

続いて、会計年度任用職員給与費（野村浄香苑

管理）の会計年度任用職員の給与費といたしまし

て、会計年度任用職員１人分を計上しております。

野村浄香苑の清掃、伐採のみの作業となっており、

野村産業建設課道路清掃会計年度任用職員兼務と

なっております。 

次に、4款衛生費、2項清掃費、2目塵芥処理費

では 5 億 5670 万 2000 円となっており、令和５年

度と比較いたしますと 3573 万 3000 円の減額とな

ります。 

主な増減理由としましては、塵芥処理費庶務事

業については、ごみ分類表の作成を令和６年度で

行うことと、公益財団法人日本容器包装リサイク

ル協会へ製品プラスチックの処理を委託すること

から 615万 2000 円の増額としております。 

廃棄物処理委託事業においては、八幡浜市に委

託をしております可燃ごみ処理に関わる令和元年

度から令和３年度分委託料過不足額の精算が令和

５年度にて終了したことにより 3613 万 5000 円の

減額としております。 

続いて、廃棄物収集運搬業務委託事業について

は、人件費等の上昇により、収集運搬に関わる費

用が増加しており 894 万 5000 円の増額としてお

ります。 

続いて、宇和清掃センター管理運営事業、野村

クリーンセンター管理運営事業について、令和５

年度にバックホウを購入したため 846 万 6000 円

と 705 万 1000 円の減額としております。 

続いて、城川清掃センター管理運営事業でござ

いますが、令和５年度に公益財団法人日本容器包

装リサイクル協会へのプラスチックの処理委託を

行うため、既存設備の移設が令和５年度に完了し

たため 391万 3000 円の減額となっております。 

続きまして、会計年度任用職員給与費（宇和清

掃センター）、宇和清掃センター会計年度任用職

員の給与費としまして、会計年度任用職員２人分

の給与及び手当関係を計上しております。令和５

年度予算と比較して 65 万円の増額となっており

ます。 

続きまして、会計年度任用職員給与費（城川清

掃センター）、城川清掃センターの会計年度任用

職員の給与費としまして、会計年度職員７人分の

給与及び手当関係を計上しております。令和５年

度予算と比較して 291 万 4000 円の増額となって

おります。 

続きまして、会計年度任用職員給与費（野村ク

リーンセンター）、野村クリーンンセンターの会

計年度任用職員の給与費といたしまして、会計年

度任用職員２人分の給与及び手当関係を計上して

おります。令和５年度予算と比較して 110 万

3000 円の増額となっております。 

次に、4款衛生費、2項清掃費、3目し尿処理費

では 1 億 3397 万 8000 円となっており、令和５年

度予算と比較しますと 688 万 1000 円の増額とな

ります。主な増額の理由といたしましては、委託

料及び整備費を精査したところ、薬品代等の増大

のため事業費が増加したものでございます。 

最後に、13 款諸支出金、2 項基金費、1 目基金

費の合計は 1 万 5000 円となっております。基金

費の目的についての説明は省略させていただきま

すが、予算は基金利子による積立金となります。 

以上で歳入歳出予算の御説明をさせていただき

ました。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○加藤委員長 

大塚課長の説明は終わりました。 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○山本委員 

海洋漂着物の対策なんですけど、これ今日本国

中でいろんなとこで言われるんですけど、やっぱ

西予市にも特定な海岸に流れ着くようなところが

あるんですかね。 

○大塚環境衛生課長 

三瓶と明浜地区の海岸漂着物を体対象としてお

ります。 

○山本委員 

漂着物の中身とかいうのは具体的にどんなもん

が多いか調べられておりますか。 

○加藤委員長 
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暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 45 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 49 分） 

○大塚環境衛生課長 

先ほど山本委員の御質問なんですが、一応プラ

スチック、養殖とかで使うプラスチックの杭とい

いますか、プラスチック製の杭の処理費用という

ことで、大体時期的には１年中あることはあるん

ですが、大体夏場が多いのではないかと考えてお

ります。 

○中村委員 

本年度、苦労していただきました犬（ねこ）愛

護事業について触れさせていただこうと思います。

今回 159 万円予算当初で組んでいただいている、

不妊去勢だけに限ると昨年度の当初は 19 万円だ

ったかなと。９月補正で 30 万円ほど増額してい

ただいて、三瓶地域の議員としては非常にありが

たかったなという思いがあります。今回のこの増

額の根拠についてもう少し突っ込んだ説明いただ

いたらと思います。 

○大塚環境衛生課長 

令和６年度につきましては金額的に言いますと、

猫不妊・去勢手術の補助金としましては 100 万円

ほど計上をさせていただいております。内訳とし

ましては、飼い猫が 40 頭で、飼い主のいない猫

の雄で 70 頭、あと飼い主のいない猫の雌で 80 頭

で一応計算はしておりますが、その根拠といたし

ましては、西予市でいろいろ活動されている方、

申請の方々の数、大体５月ぐらいには補助金がな

くなるわけなんですけれども、そういったことで、

熱心にやられてるということ、あとは他市町を見

たところ、やはりどこの市町もこういった不妊去

勢手術の補助金について計上をされていることが

多いもんですから、そこを考慮して考えておりま

す。 

○中村委員 

たしか一昨年度までは、県の３カ年補助事業が

あって、昨年は県からの補助金がなくなったとい

うことがあったと思います。今回も一般財源、も

う 100％でやっていただくということに多分なっ

てるんだと思います。質問というよりは、率直に

感謝したいと思いますので申し上げておきます。 

○酒井委員 

その犬猫の対応ですけれども、非常にこの予算

ってのが、部分的に三瓶のほうがたくさん使って

るというような感じがいたしておりますが、明浜

のほうでもこの問題が出ておりまして、今度三瓶

がやるときに研修に行くのが今月だったと思うん

ですが、予定されております。そういうことも、

やはり地区に分担型の形も考えておいていただか

ないと、集中的な形になりますと、公人からいろ

んな問題が出たところに関しても、ケアが出来な

いというふうに考えますんでその点配慮をお願い

します。 

○大塚環境衛生課長 

各地域に配慮していきたいと思いますが、今回

のこの 100 万円につきましては、全部申請をいた

だいた方に補助をさせていただくという形をとっ

ております。確かに三瓶地域のほうは率先してや

られておりますが、あと、三瓶地区の独自で、市

とは違うことで、猫の不妊のほうもやられてると

いうことを聞いておりますので、またいろいろ各

地区にも配慮しながら、市のほうとしても、猫不

妊去勢のほうについてお願いをしたいと考えてお

ります。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

若干補足をさせていただいたらと思います。今

酒井委員申されました三瓶の取組については、ち

ょうど本日実施をされてるということで伺ってお

ります。なおモデル的にもやっていただいており

ますし、また他のいわゆる資金的な活用、あるい

は交付金、そういったものも利活用しながら、独

自での活動もやっていただいておると思いますの

で、またその辺りの財源的なところも、今後も各

自主団体実施されるところにも言及いただきたい

と思いますし、配分といいましょうか採択の考え

方についても、今後検討してまいりたいと思って

おります。 

なお、予算的な財源のところで先ほど中村委員

のほうから、一般財源ということでお話をいただ

いておりましたけれども、今回の予算案は全体で

は 159 万円の予算を、事業予算持っとるんですけ

れども、そのうち 105 万円につきましてはですね、

ふるさと応援基金を繰入れて活用をさせていただ

いております。他市町あたりの状況につきまして

も、財源的にそういった活用をされているという

ような状況でございましたので、あわせて補足と

させていただきます。 

○酒井委員 

この中に非常にこの愛玩動物に対する啓蒙運動、
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考え方っていうものを教育していかないと、幾ら

かかってもいたちごっこになってくるという問題

があるんですが、この予算の中に啓蒙活動的なも

のが入ってるかどうかを確認させてもらいます。 

○大塚環境衛生課長 

今回の予算の中には、啓蒙活動というかそうい

ったものは、正直含まれておりません。ただそう

いった補助金は報告させていただきまして、一応

皆様に、団体に頼る形になってしまうんですけれ

ども、そういったことで、いろいろ勉強していた

だいたとは考えております。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

補足をさせていただきますけれども、事業費ベ

ースでは上がっておりませんけれども、広報紙、

ホームページ等を活用してですね、正しい犬や猫

の飼い方というようなことで、やはり最後まで飼

っていただくというような、いわゆる飼い方等に

ついての記事掲載をしながらですね、啓発はして

いきたい、行っておるところでございます。 

〔委員長交代〕 

○加藤委員 

103 ページなんですけれども、葬祭費について

お伺いしたいんですけれども、宇和の光浄苑につ

いてなんですけれども、かなりもう古くなってま

して、もちろん修繕費がかかってるというのは分

かるんですけれども、この修繕によって、何年か

はもう、このまま現状が維持できるのかというの

をお聞きしたいのと、それと予算の中には、火葬

場の委託費なども入ってると思うんですけれども、

これは民間に委託されてるんじゃないかと思うん

ですけれども、その委託されてる業者は、何年か

とかいうかもうずっと同じ方でやるというような

方向、宇和の場合のことをお聞きします、ずっと

同じ方でやっていくというような方向なんでしょ

うか。それとも、また委託される業者は変わって

いくというのかちょっとお伺いいたします。 

○大塚環境衛生課長 

まず葬祭費の委託の方法でございますが、スポ

ットということで、要は、御遺体を火葬するとい

うことで、１体当たり幾らということでやってお

ります。これで一応委託業者さんにつきましては、

これは最初にこの委託を行うときに、一応葬祭業

者さんのほう、何業者か当たってですね、例えば

宇和でしたら、全部で確か３業者おられると思い

ますけど、やっていただけるかという話を先に１

番最初にしました。それで、実際やっていただけ

るのが宇和なら１業者、野村なら１業者と言う形

で、これは最初の委託をする前の段階ですけども、

市がまだやっていた時、市の職員がやっていた時

ということなんですが、それを確認をしてですね、

委託をしております。それからほかの業者、葬祭

業者はやらないというようなお話を、ちょっとそ

の費用のこともいろいろあると思いますけども、

そういうお話あったので、一応結局同じ業者さん

のほうが、ずっとやってる形になっております。 

○一井生活福祉部長兼福祉事務所長 

委員御質問ありました火葬場の修繕の関係でご

ざいますけれども、市内４施設ございまして１番

建築の浅いものが、三瓶清流苑、これが 23 年で、

１番古いのが野村浄香苑が 38 年ほど経過をして

おります。公共施設管理計画の個別計画のほうで

も、今後 10 年程度は、計画に基づく改修を行い

ながらですね、維持をしていくというような計画

を持っておりまして、経過、見据えた改修計画と

いうのをそれぞれ施設ごとにつくっております。

今回計画に基づいて予算計上をさせていただいて

おるというところでございます。ただ今後施設の

老朽化が進んでまいりますので、ひとまず来年度

以降については、今後の火葬場の施設の在り方、

全体的に検討をしてまいりたいということで、そ

ういった協議の場を令和６年度からは作っていっ

て方向性を見据えていきたいと考えております。 

○井関副委員長 

今答弁の中で、令和６年度から全体的な構想を

考えていくということでございましたが、城川帰

楽苑のほうが、火葬のほうが減少しているという

ことで今回も減額した予算になっていますが実際、

去年というか令和５年度に帰楽苑で火葬された例

はあるんでしょうか。 

○大塚環境衛生課長 

帰楽苑の実際の火葬状況といいますか使用状況

を申し上げますと、令和元年度が 13 件、そして

令和２年度が 14 件、令和３年度が４件、令和４

年度が 11 件となっており、あと令和５年度につ

きましては、すいませんちょっと休憩をお願いし

たいと思います。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時３分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時３分） 
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○大塚環境衛生課長 

令和５年度につきましては２件ということにな

っております。今の現時点でございます。まだ令

和５年度は終了しておりませんので。 

○二宮委員 

歳入の 13 款ですかね、清掃手数料の可燃ごみ

処理手数料 4138 万 3000 円、これ指定ごみ袋の販

売手数料なったんですけど、販売額ではないです

よね。販売手数料でいいんですよね。確認ですけ

ど。 

○大塚環境衛生課長 

販売手数料で結構です。販売額については例え

ば大でしたら 10 袋 400 円で売っていただいてお

りますが、実際、こちらのほうから出す部分につ

いては、販売の費用なんかも入れて差し引いて出

しておりますので、売るときは 400 円で売ってい

ただいて、こちらの方が出すのがだいたいちょっ

とはっきりした数字が 200 円、250 円・・・。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時５分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時６分） 

○大塚環境衛生課長 

二宮委員の言われたとおり、そのとおりで結構

でございます。 

○中村委員 

西予市衛生センター管理運営事業費で 688 万

1000 円の委託料増額となってございます。この

増額の原因とか要因があれば。 

○大塚環境衛生課長 

増額の要因としましては先ほど御説明しました

とおり、薬品代、ここは薬品を使って匂いを消し

たりとか、処理をしてるという形なってます。そ

の分がちょっと値段的にやはり上がってきている

ということで、増額になっていると。 

主な理由としましては、以上でございます。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○加藤委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 42 号「令和６年度西予市一般会計予算」

環境衛生課所管分について、原案に賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会といたしましては、原

案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時８分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時８分） 

○大塚環境衛生課長 

すいませんちょっと訂正がございまして、令和

６年度当初予算説明資料の歳出のほうでございま

すが宇和清掃センター管理運営事業と、野村クリ

ーンセンター管理運営事業なんですが、令和４年

度主な増減理由というとこで、令和４年度バック

ホウ購入分減額というふうに書いてますが、説明

で、令和５年度にバックホウを購入をしておりま

すので、そちら訂正をさせていただいたらと思い

ます。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時９分） 

 

【健康づくり推進課】 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時１５分） 

次に、議案第 42 号「令和６年度西予市一般会

計予算」のうち、健康づくり推進課所管分を議題

といたします。 

松本課長の説明を求めます。 

○松本健康づくり推進課長 

それでは、議案第 42 号「令和６年度西予市一

般会計予算」のうち健康づくり推進課所管分につ

きまして、予算書に基づき御説明を申し上げます。 

まず初めに歳出について御説明いたします。 

事前に説明資料を配信しておりますんで、そち

らもあわせて御確認をお願いいたします。 

詳細の説明は、主だった事業のみとさせていた

だきます。 

それでは予算書の 96 ページから 98 ページを御

覧ください。 

歳入歳出予算事項別明細書で御説明をさせてい

ただきます。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費、本年度予算額 3 億 4815 万 6000 円のうち、当

課に係る予算額は 1582 万 6000 円で、職員給与費

を除く４事業を所管しております。 
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保健衛生総務費の前年度当初予算に対し、今年

度は 503 万 3000 円の増額となっております。増

額の主な理由につきましては、産休代替職員とし

ての会計年度任用職員給与費の増額によるもので

ございます。 

続きまして 98 ページから 99 ページを御覧くだ

さい。2 目予防費、本年度予算額 1 億 5198 万

1000 円を計上しております。前年度比 180 万

9000 円の減額となっております。 

まず、予防接種事業でありますが 9875 万

7000 円を計上しております。前年度と比較しま

して 434 万 9000 円の減額となっております。定

期予防接種については、ここ数年間の実績に基づ

き精査し、より現実に即した予算としております。

平成 26 年度から定期接種となっております、高

齢者に対する肺炎球菌ワクチンの対象者は 65 歳

ですが、それ以上の世代にも接種機会を提供する

目的で、70 歳以上の５歳刻みの年齢を対象とす

る経過措置が設けられていましたが、10 年間を

経て、令和５年度でこの経過措置が終了となりま

す。令和６年度から対象者が縮小となります。新

型コロナウイルスワクチンの接種については、秋

冬の高齢者定期接種に移行されることになりまし

たが、国において使用するワクチン等が明確に示

されていないため、予算を計上しておりません。

このことにつきましては、詳細が分かり次第、予

算計上などを含めて対応したいと考えております。 

次に、がん検診等事業ですが、5010 万 6000 円

を計上しており、前年度比 256 万円の増額となっ

ております。検診委託料についてはここ数年間の

検診実績を勘案し、精査して計上しておりますが、

県下検診機関の委託料が値上がりとなり、また自

己負担額の据置き等により増額となっております。

新型コロナウイルス感染症が５類となり、若干で

ありますが、受診率が改善の兆しにあります。引

き続き、令和６年度も積極的な受診勧奨を行い、

少しでも受診率が上がるように進めてまいります。 

次に、健康づくり推進事業でありますが 311 万

8000円を計上しており、前年度比 2万円の減額と

なっております。事業内容としましては、特定健

康診査やがん検診に含まれていない健康診査、健

康相談、健康教育、訪問指導等にかかる費用を計

上しております。また、令和元年から健幸ポイン

ト制を導入し、市民に健康づくりへの関心を高め

る取組を進めておりますが、この事業において景

品等の予算を計上しております。 

続きまして、102 ページを御覧ください。5 目

精神衛生費でありますが、精神保健事業としまし

て 76 万円を計上しており、前年度比 6 万 6000 円

の減額となっております。令和６年度も県補助事

業である地域自殺対策強化事業補助金を有効に活

用し、「いのち支える西予市自殺対策計画」に基

づき、心の悩み相談や、ゲートキーパー研修、ま

た、各学校におけるＳＯＳの出し方に関する教育

等を実施してまいります。また、令和５年度末に

は、「第２次いのちを支える西予市自殺対策計画」

が完成する予定となっております。 

続きまして、102 ページから 103 ページを御覧

ください。6 目母子衛生費でありますが、食育事

業 43 万 8000 円と、母子保健事業 5703 万 5000 円

を計上しており、前年度比 1618 万 3000 円の増額

となっております。増額の主な理由としましては、

えひめ人口減少対策総合交付金メニューによる不

妊治療費等補助事業、出産不妊治療等通院交通費

補助事業の実施によるものであります。母子保健

事業の内訳は、妊産婦健診事業、母子保健訪問指

導事業、母子相談教育事業、乳幼児健診事業、産

後ケア事業、出産子育て応援金事業及び先ほど申

しました不妊治療費等補助事業と、出産・不妊治

療費等通院交通費補助事業であります。妊娠届数

や出産数の減少に少しでも歯止めをかけるため、

今後も新しい支援についても検討してまいります。 

なお、令和６年度から母子保健事業は、母子保

健業務と児童福祉業務を一体的に行うため、子育

て支援課内のこども家庭センターに移管されるこ

とになっております。 

次に、歳入につきましては、タブレット端末に

説明資料を事前に配信させておりますので、歳入

の説明資料を御覧ください。左から歳入の予算ペ

ージ、款項目節細節説明、当課予算額、充当先事

務事業名、充当額、備考となっております。歳入

について、お目通しいただいたらと思います。当

課の歳入合計は 1835 万 5000 円となっております。 

以上で、議案第 42 号「令和６年度西予市一般

会計予算」のうち健康づくり推進課所管分の御説

明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○加藤委員長 

松本課長の説明は終わりました。 



 

－37－ 

これより本案について質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○酒井委員 

子どもが欲しくて、そういう希望のある方が、

子どもが欲しいっていう御夫婦が何世帯ぐらいあ

るか調べてますか。 

○松本健康づくり推進課長 

健康づくりでは把握しておりません。 

○二宮議員 

予防接種事業ですけれども、現実的に即した予

算ということで、減額 434 万 9000 円なっとるん

ですけども、前年比でいうとどんな感じなんでし

ょうかね。予防接種の状況ですけど。 

○加藤委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 25 分） 

○加藤委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 26 分） 

○松本健康づくり推進課長 

令和５年はまだちょっと実績が出ておりません

ので、令和３年度と令和４年度と比べた場合に、

受診率は減っております。 

○二宮議員 

もう１点、食育事業なんですけれども、予算が

43万 8000円ということなんですけど、これ 43万

8000 円をどんな費用なんでしょう。 

○松本健康づくり推進課長 

食育事業の内訳ですけど、主なものが市食育推

進会議の委員さんの報酬費と消耗品となってます。 

○加藤委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○加藤委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 42 号「令和６年度西予市一般会計予算」

のうち、健康づくり推進課所管分について、原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○加藤委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

これにて散会いたします。 

 

散会 午後３時 27 分 

 

 

西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

  

 西予市議会厚生常任委員長  加藤 美香 

 

 

 


